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序     文 
 

インドネシア共和国では、民主化に向けた改革の一環として、2000 年 8 月、警察軍が国軍から

分離され、大統領直轄の国家警察へと移行しました。分離後の国家警察（INP）は、国内で多発

する犯罪に対応して市民の安全を確保し、市民に信頼される市民警察に向けて様々な改革に取り

組んでいます。 

わが国は、インドネシア共和国政府の要望に応え、2002 年より「国家警察改革支援プログラム」

を実施していますが、同プログラムのひとつとして 2002 年 8 月から 2007 年 7 月までの 5 年間、

ジャカルタに隣接するブカシ市・県を所管するブカシ警察署を拠点とし、組織運営(交番活動)、
現場鑑識、通信指令といった分野を対象とする人材育成支援を主体とする協力として「市民警察

活動促進プロジェクト（フェーズ 1）」を実施しました。 
フェーズ 1 の成果を踏まえ、「市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ 2）」を 2007 年 8 月 1

日から 2012 年 7 月 31 日まで実施中であり、フェーズ 2 においては、両ブカシ警察署（メトロ・

ブカシ署及びブカシ県署）を市民警察活動推進における「モデル警察署」とすべく、両ブカシ警

察署の市民警察としての能力向上を図るとともに、その経験や成功事例を整理し、全国に展開・

普及するための研修体制の整備・改善を進めています。 

プロジェクト開始から 2 年を経過し、プロジェクトの進捗状況、目標の達成見込みを確認する

とともに、今後の活動の進め方についてインドネシア側関係者と協議することを目的として、2009

年 11 月 29 日から 12 月 19 日まで中間レビュー調査を実施しました。 

本報告書は、同調査団による協議結果及び評価結果を取りまとめたものであり、今後の協力実

施にあたって広く関係者に活用されることを願うものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に心より感謝申し上げます。 

 

平成 22 年 1 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
公共政策部長 中川 寛章 
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略 語 原文（インドネシア語及び英語） 和 訳 

AKPOL 
Akademi Kepolisian 
(Police Academy)  

警察士官学校 

BKPM 
Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat 

(Police-Citizen Partnership Center) 

警察・市民パートナーシップ・センター

（インドネシア版交番） 

BPRs Bekasi Police Resorts 両ブカシ警察署 

FKPM 
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 
(Police-Community Partnership Forum) 

警察・市民パートナーシップ・フォーラ

ム（交番運営委員会） 

INP  Indonesian National Police  インドネシア国家警察 

IOM  International Organization of Migration 国際移住機構 

ISI  
Ikatan Sakura Indonesia 

(Indonesia Sakura Association) 
インドネシア警察サクラの会 

JICA  Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

OJT  On-the-Job Training  実践的実地教養 

PDM  Project Design Matrix  プロジェクト・デザイン・マトリックス

POLDA 
Kepolisian Daerah  

(Regional Police Department)  
州警察本部 

POLMAS 
Perpolisian Masyarakat (Community 

Policing by the Indonesian Police)  
インドネシア版市民警察活動 

POLRES Kepolisian Resor (Police Resort)  警察署 

POLSEC Kepolisian Sektor (Police Sector)  分 署 

POLPOS Pos Polisi (Police Field Office)  警察官派出所 

PTIK  
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian  
(Police Science College)  

警察大学院大学 

SECAPA 
Sekolah Calon Perwira 

(Police Officers Candidate School) 
士官候補生学校 

SELAPA 
Sekolah Lanjutan Perwira 

(Police Lower Level Management School) 
幹部警察学校 

SPN 
Sekolah Polisi Negara  
(National Police School)  

初任科学校 

TOT Training of Trainers  講師養成研修 



 

WG Working Group  ワーキング・グループ 

 



 

中間レビュー結果要約表 
1．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ 2） 

分野：ガバナンス 援助形態：技術協力 

所轄部署：公共政策部 協力金額（評価時点）：約 7 億 8,000 円 

先方関係機関：インドネシア国家警察（INP） 

日本側協力機関：警察庁 

協力期間 2007 年 8 月 1 日～ 

2012 年 7 月 31 日 
（5 年間） 他の関連協力：無償資金協力「国家警察組織能力強化計画」

（2005 年度） 

1-1 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の治安維持は、これまで 30 年余りに

わたって国軍が担ってきたが、2000 年 8 月の国民協議会の決定により、警察軍が国軍から分離

独立し、大統領直轄の国家警察へと移行した。分離独立後の国家警察にとって、国内治安を維

持するとともに国内で多発する一般犯罪に対応して市民の安全を確保し、市民に信頼される市

民警察としてのサービスを提供することが大きな課題となっている。 

現在、インドネシア国家警察では、市民の要望に対して迅速かつ誠実に対応し、市民からの

基本的信頼を得ることをめざした「市民警察」の導入を進めている。わが国は 2002 年 8 月よ

り 5 年間の協力で、ブカシ警察署1を拠点とし、組織運営（交番活動）、現場鑑識、通信指令と

いった分野を対象とする「市民警察活動促進プロジェクト」（以下、「フェーズ 1」と記す）を

実施した。「フェーズ 1」における成果としては、現場レベルでのインドネシア版市民警察活動

の拠点として「警察・市民パートナーシップ・センター（インドネシア版交番）（BKPM）」が

設置された。現場鑑識においては専門家からの実地訓練や本邦研修等を通じ、鑑識係員の技術

能力向上が進んだ。通信指令については、無線を有効かつ効果的に活用するための仕組みづく

りが行われていた。 

フェーズ 1 の成果を踏まえ、「市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ 2）」においては、

両ブカシ警察署（メトロ・ブカシ警察署及びブカシ県警察署）を市民警察活動推進における「モ

デル警察署」とすべく、両ブカシ警察署の能力向上を図るとともにその経験や成功事例を抽出

し、全国に普及・展開するための研修体制の整備・改善を進めている。 

本プロジェクトは、JICA が支援する警察改革プログラムの中核的プロジェクトとして実施さ

れている。 

 
1-2 協力内容 

（1）上位目標 

インドネシア各地の警察署と警察署員により、それぞれの地域特性に応じた適切な市民

警察活動が展開されるための実効力のある仕組み・体制が確立する。 

（2）プロジェクト目標 

「モデル警察署」であるブカシ警察署において、市民からの基本的信頼が得られるため

の「市民警察活動」が強化される。 

                                                        
1 2004 年 10 月にブカシ警察署がメトロ・ブカシ警察署及びブカシ県警察署に分割された。 



 

（3）アウトプット（成果） 

1） ブカシ警察署幹部の業務管理能力が向上する。 
2） ブカシ警察署において、市民警察化に向けた現場〔BKPM・警察官派出所（POLPOS）

など〕での警察活動2の機能が改善される。 
3） 地域住民や地方行政機関との良好な関係（パートナーシップ）が構築される。 

4） プログラム内の連携を図り、市民警察化に向けた警察活動に関連した研修体制が整

備・改善される。 

（4）投入 
日本側（2009 年 10 月 31 日現在） 

・長期専門家：プロジェクト・リーダー/組織運営、現場警察活動、現場鑑識、業務調整

（10 名） 

・短期専門家：総合現場鑑識、通信指令、地域防犯（14 名） 
・本邦研修：組織運営、現場警察活動、現場鑑識など（55 名、10 コース） 

・機材供与：視聴覚教育機材、無線通信関連機器、現場鑑識資機材など 
・現地活動費：世論調査費用、現地セミナーの開催など（約 3,400 万円：2009 年 9 月 30

日まで） 

インドネシア側 

・カウンターパート配置：両ブカシ警察署から組織運営、現場警察活動、現場鑑識、通

信指令及び事務管理の部門から配置された。 

・プロジェクト実施に必要な執務室及び施設設備の提供 

・その他：光熱水道費などの共益費は、両ブカシ警察署の一般経費のなかで負担されて

いる。 

2．調査団の概要 

調査団 

神田 道男（総括）     JICA 専門技術嘱託 

本名 純（インドネシア治安政策）  立命館大学 国際関係学部 教授 

大原 光博（警察協力）     警察庁 長官官房国際課 国際協力室長 
天池 麻由美（評価企画）    JICA 公共政策部 法・司法課 

平川 貴章（評価分析）     インテムコンサルティング株式会社 

調査期間 2009 年 11 月 29 日～12 月 19 日 調査種類：中間レビュー 

3．中間レビュー結果の概要 

3-1 5 項目評価 

（1）妥当性 

2005 年～2025 年までのインドネシア長期開発計画、インドネシア国家警察長官指示を

受けた POLMAS（インドネシア版市民警察活動）政策・戦略 5 ヵ年計画との整合性、また、

わが国の外務省国別援助計画（2004 年）に示される優先分野のひとつである「民主的で公

正な社会造り」に沿った案件であり、妥当性は高い。 
（2）有効性 

BKPM 活動、現場鑑識、通信指令、その他の市民警察活動強化の活動を通じて、プロジ

                                                                                                                                                                                     
2 「警察活動」の柱は、通信指令、現場鑑識および BKPM 活動などである。 



 

ェクト目標の達成に向けて効果的に取り組まれている。調査機関（ニールセン社）の調査

結果では、2007 年に 11％であった BKPM 活動を含む POLMAS の認知度が 37％に増加し

ている。 

（3）効率性 
フェーズ１での経験や育成された人材が、効率的にフェーズ２の実施に活用されてい

る。また、プロジェクトの成果は警察改革支援プログラムの支援を得て、プログラム内の

他のプロジェクトにおいても活用されている。通信指令については、機器の整備に時間を

要したことから、今後、これら機器の活用のための手法の開発が課題となっている。 
（4）インパクト 

プロジェクトで示された市民警察活動の全国的展開への試みがいくつも始まっている。

現場鑑識では、国家警察本部の主催の研修がメトロ・ブカシ警察署の経験を活用して開催

され、また、警察大学院大学（PTIK）の学生による BKPM などの市民警察活動の視察が

定期的に実施されていた。さらに、ジャカルタ警視庁において、メトロ・ブカシ警察署で

作成した POLMAS に関するマニュアルを基に、ガイドラインが作成され、管下の 13 の警

察署に配布された。 

（5）自立発展性 

インドネシア側が、市民警察活動の強化を継続的に促進していくことが期待される。両

ブカシ警察署の財務実績は、2007～2009 年度にかけて着実に増加してきている。また、

BKPM 活動が POLPOS に導入されてきている。 

 

3-2 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

プロジェクトが「インドネシア国家警察改革支援プログラム」の枠組みのなかでの各コ

ンポーネントの連携を踏まえて計画さている。特に、PTIK 派遣の POLMAS 活動強化専門

家は、他地域で実施されている POLMAS 活動のグッド・プラクティスや有用な情報を収

集しており、本プロジェクトでもこの成果を活用することができる環境にある。 
また、「国別特設研修」が毎年継続的に実施され、研修員 OB 会の結成、研修参加者のメ

トロ・ブカシ警察署の関連部局への配置等、POLMAS 活動の活性化に向け効果的に活用さ

れている。 

（2）実施プロセスに関すること 
BKPM マニュアルが、プロジェクトの活動で作成され、BKPM/POLPOS の警察官や駐在

官が、市民警察活動を実践する上で有効である。 

 

3-3 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

（2）実施プロセスに関すること 

GPS の問題解決に時間がかかったが、問題解決後、メトロ・ブカシ警察署では GPRS シ

ステムを用いた現場警察活動の強化に向けて取り組んでいる。 

 



 

3-4 結 論 

プロジェクト前半の取り組みはおおむね順調に進められてきており、市民警察活動は徐々に

強化されてきていると結論づけることができる。 

プロジェクトでは、「モデル警察署」である両ブカシ警察署における市民警察活動の強化を

プロジェクト目標として掲げている。警察活動の柱は、通信指令（迅速性）、現場鑑識（誠実

さ）及び BKPM 活動（市民とのコミュニケーションの促進）等であり、両ブカシ警察での取り

組みを通じての「市民警察活動」の経験や教訓などを他地域の特性や条件に合わせて、他の警

察署に適用していく仕組みが構築されることが期待されている。「警察活動」の全国展開に向

けた取り組みとして、国家警察本部、ジャカルタ警視庁、警察大学院大学等の市民警察活動に

関する研修がメトロ・ブカシ署で実施され、農村部を抱えるブカシ県署では、地元の協力で 4
ヵ所の「バライ・ポルマス（インドネシア版駐在所）」などが設置されている。全国展開に向

けての「モデル警察」としての市民警察活動が具体化しつつある。 
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第 1 章 中間レビュー調査の概要 
 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 
インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の治安維持は、これまで 30 年余りにわ

たって国軍が担ってきたが、2000 年 8 月の国民協議会の決定により、警察が国軍から分離独立し、

大統領直轄の国家警察へと移行した。分離独立後の国家警察にとって、国内治安を維持するとと

もに国内で多発する一般犯罪に対応して市民の安全を確保し、市民に信頼される市民警察として

のサービスを提供することが大きな課題となっている。 

現在、インドネシア国家警察（INP）では、市民の要望に対して迅速かつ誠実に対応し、市民

からの基本的信頼を得ることをめざした「市民警察」の導入を進めている。わが国は「国家警察

改革支援プログラム」のひとつとして、2002 年 8 月から 2007 年 7 月まで 5 年間、ブカシ警察署

(2004 年にメトロ・ブカシ警察署とブカシ県署に分割) を拠点とし、組織運営(交番活動)、現場鑑

識、通信指令といった分野を対象とする人材育成支援として「市民警察活動促進プロジェクト」

（以下、「フェーズ 1」と記す）を実施した。 

フェーズ 1 の成果を踏まえ、「市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ 2）」を 2007 年 8 月 1

日～2012 年 7 月 31 日の予定で現在実施中である。フェーズ 2 においては、両ブカシ警察署（メ

トロ・ブカシ署及びブカシ県署）を市民警察活動推進における「モデル警察署」とすべく、両ブ

カシ警察署の能力向上を図るとともにその経験や成功事例を抽出し、全国に展開・普及するため

の研修体制の整備・改善を進めている。 

今回の中間レビュー調査では、インドネシア政府と合同で本プロジェクトの進捗及び目標達成

見込み等を確認するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について協議し、

合同評価報告書に取りまとめることを目的とする。 

 

1-2 調査方針と調査項目 

1-2-1 調査方針 

次の 5 点を調査方針とした。 

（1）「市民警察活動促進プロジェクト（フェーズ 2）」（以下、プロジェクト）の進捗と課題を

確認する。本プロジェクトは「インドネシア国家警察改革支援プログラム」（以下、プログ

ラム）の中核となるプロジェクトであるため、今次調査にてプログラム全体のレビューは

行わないものの、プログラム内の関連する活動の進捗と課題についても確認し、今後の取

り組みを検討する。 
（2）プロジェクト活動の実績・進捗・課題を把握し、プロジェクト目標達成に向けて、その

改善策とプロジェクト後半の計画・投入を検討する。 

（3）ブカシ署は、2004 年 10 月にメトロ・ブカシ警察署及びブカシ県警察署に分割され、両

警察署にてプロジェクトを実施しているが、活動の進捗には差異がみられる。実績の確認

にあたっては両警察署の活動進捗の差異に留意する。 

（4）両ブカシ署は、市民警察活動推進のための「モデル警察署」として、その経験、ノウハ

ウ、成功事例を全国へ共有・普及することが見込まれているが、インドネシア側が考える

POLMAS の「モデル」のイメージを確認し、本プロジェクト終了時までの「あるべき姿」

を検討する。 
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（5）市民警察活動推進のための「モデル」の全国展開に向けたインドネシアの政策、通達、

具体的計画、進捗、課題を確認し、プロジェクト後半の取り組みを検討する。 
（6）これまでにインドネシア国家警察から JICA インドネシア事務所に打診されている円借

款について、インドネシア側関係者の意向・考えを確認・把握する。 
 

1-2-2 調査項目 
次の 5 点を調査項目とした。 

（1）「上位目標」の達成見込み 
インドネシア政府及び国家警察の政策、通達、方針、計画等を確認する。 

 
（2）「プロジェクト目標」の達成見込み 

現行フェーズ終了時までに、モデル警察署であるブカシ警察署において、全国展開のた

めの原型（プロトタイプ）が強化されることを念頭に置き、プロトタイプの全国展開に向

けた課題、ブカシ警察署署員の意識、市民の警察に対する認識（世論調査結果）等を確認

する。 

 

（3）「成果」及び「活動」の達成見込み 

1） 成果 1：ブカシ警察署幹部の業務管理能力が向上する。 

人員体制・配置状況、両ブカシ警察署幹部を対象とした活動実績、警察署幹部の市民

警察活動に向けた各種取り組み、分署レベルでの取り組み状況等を確認する。 

2） 成果 2：ブカシ警察署において、市民警察（POLSEC）化に向けた現場〔警察・市民パ

ートナーシップ・センター（インドネシア版交番）（BKPM）・警察官派出所（POLPOS）

など〕での警察活動の機能が改善される。 

次にあげる取り組み状況を中心に確認する。 

① 現場鑑識への取り組み（鑑識係員の人数・技術レベル・意識、鑑識資材の整備状況、

臨場数、臨場記録等の実績、指紋採取数、分署レベルでの取り組み状況等） 
② 市民への取り組み〔巡回連絡活動、相談受理（記録様式の設定、記録・件数、活動

方法、分署レベルでの取り組み状況〕、ニールセン調査結果、ブカシ EXPO における

アンケート結果等） 

③ 無線通信を活用した連絡強化への取り組み（維持管理の状況・実施体制、案件処理

数、分署レベルでの取り組み状況等） 

3） 成果 3：地域住民や地方行政機関との良好な関係（パートナーシップ）が構築される。 

地域住民との良好な関係の構築に向けた各種活動〔広報・啓発活動、FKPM（警察・

市民パートナーシップフォーラム）会合、分署レベルでの取り組み状況〕等について確

認する。 

4） 成果 4：プログラム内の連携を図り、市民警察化に向けた警察活動に関連した研修体

制が整備・改善される。 

教育訓練への取り組み（各種教育訓練実績：内容、回数、人数、育成された人材レベ

ル）等について確認する。 

（4）5 項目評価（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の達成見込み 
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1-3 調査団の構成と調査日程 

1-3-1 調査団の構成 
（1）総 括   神田 道男 JICA 専門技術嘱託  

（2）インドネシア治安政策 本名 純  立命館大学 国際関係学部 教授 
（3）警察協力  大原 光博 警察庁 長官官房国際課 国際協力室長 

（4）評価企画  天池 麻由美 JICA 公共政策部 法・司法課 
（5）評価分析  平川 貴章 インテムコンサルティング株式会社 
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1-3-2 調査日程 

 

 

1-4 主要面談者 
（1）インドネシア国家警察本部 

   Sunarno 戦略政策部長／国家警察本部（☆） 
   Bekti Suhartono INAFIS センター長（☆） 

   Purwadi Arianto 捜査官（◇◇◇）（インドネシア警察サクラの会（ISI）会長） 
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（2）ジャカルタ警視庁市民指導部 

   Ms. Suriyani 
   Mr. Jaenur（◇） 

   Mr. Haris 
 

（3）メトロ・ブカシ警察署 
   Imam Sugianto 署長（◇◇） 

   Sri 市民指導課長（◇） 
   Budi 鑑識課長（◇） 

   Sumarsono コマンドセンター長（ＩＩＩ） 
   Hari Purmono 東分署長（ＩＩＩ） 

   Yuni Chandra ムカールサリ BKPM 署長（ＩＩＩ） 
   S. Susetyuwati POLPOS プカヨン署長（ＩＩＩ） 

 
（4）ブカシ県警察署 

   Atang Heradi 副署長（◇◇） 

   Muryono 市民指導課長（◇） 

   Susatyo 刑事課長（ＩＩＩ） 

   Shinto Silitonga タンブン分署長（ＩＩＩ） 

   Kisman プバユラン分署長（ＩＩＩ） 

   Fadulah バンタルジャヤ勤務員（＞＞） 

 

（5）警察大学院大学（PTIK） 

   Ermiady 警察歴史センター所長、POLMAS 研究開発センター事務局長（◇◇◇） 

 

（6）日本大使館 
   前田 徹 公使 

   伊従 誠 参事官 

   中田 響 一等書記官 

   中西 章 一等書記官 

 

（7）JICA 専門家 

   山﨑 裕人 専門家（国家警察長官アドバイザー兼プログラムマネージャー） 

   鈴木 基之 専門家（POLMAS 活動強化） 
   安齋 俊哉 専門家（研修計画／プログラム調整） 

   石村 隆  専門家（プロジェクトリーダー／組織運営） 
   石塚 晴久 専門家〔サブリーダー／現場警察活動（1）〕 

   松江 吉久 専門家〔現場警察活動（2）〕 
   天野 正義 専門家（現場鑑識） 

   宮崎 正  専門家（業務調整） 
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（8）JICA 事務所 

   坂本 隆  所 長 
   富谷 喜一 次 長 

   舘山 丈太郎 所 員 
   Desy Endah Wulansari 所 員 

 
※上記カッコ内の階級章 

 ☆ 警察准将 
◇◇◇ 警察大佐 

◇◇ 警察中佐 
◇ 警察少佐 

ＩＩＩ 警察大尉 
＞＞ 警察一等軍曹 
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第 2 章 プロジェクト実績と現状 
 

2-1 投入実績 
2-1-1 日本側 

（1）人材配置 
日本人専門家は、下表 2-1 及び 2-2 のとおり派遣された。 

 
表 2-1 長期専門家の配置状況（2009 年 10 月 31 日現在）      （M/M：人/月） 

分 野 2007 年度 2008 年度 2009 年度 合 計 

プロジェクトリーダー/組織運営 8.0 12.0 7.0 
27.0M/M
（2 名）

サブリーダー/現場警察活動（1） 8.0 12.0 7.0 
27.0M/M
（2 名）

現場警察活動（2） 8.0 12.5 7.0 
27.5M/M
（2 名）

現場鑑識   8.0 12.0 8.0 
28.0M/M
（2 名）

業務調整  8.0 4.6 – 
12.6M/M
（1 名）

業務調整  8.0 12.0 7.0 
27.0M/M
（1 名）

合 計  48.0 65.1 36.0 
149.1M/M
（10 名）

注 1）年間 12.0M/M を超えているのは交代による重複のため。 

注 2）各年度は、日本の予算年度を表す。 

出所：プログラム事務所から提供されたデータ 

 

表 2-2 短期専門家の配置状況（2009 年 10 月 31 日現在）      （M/D：人/日） 

分 野 2007 年度 2008 年度 2009 年度 合 計 

総合現場鑑識  
162 

（4 名） 
141 

（4 名） 
125 

（3 名） 
428 M/D 
（11 名）

通信指令  
60 

（1 名） 
75 

（1 名） 
– 

135 M/D 
（2 名）

地域防犯  – – 
32 

（1 名） 
32 M/D 
（1 名）

合 計 (M/D)  
222 

（5 名） 
216 

（5 名） 
157 

（4 名） 
595 M/D 
（14 名）

注）各年度は、日本の予算年度を表す。 

出所：プログラム事務所から提供されたデータ 
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（2）カウンターパート本邦研修 

カウンターパート研修は、2009 年 10 月 31 日までに計 10 コース、55 名が参加している。

各年度のコース数および参加人数は下表 2-3 に示す。 

 
表 2-3 カウンターパート本邦研修の実績（2009 年 10 月 31 日現在） 

2007 年度 2008 年度 2009 年度 合 計 

23 名 

（5 コース） 

24 名 

（4 コース） 

8 名 

（1 コース） 

55 名 

（10 コース） 

注）各年度は、日本の予算年度を表す。 
出所：プログラム事務所から提供されたデータ 

 
（3）機材供与 

機材及び施設供与に関する詳細を下表 2-4 に示す。 
 

表 2-4 機材・施設の供与（2009 年 10 月 31 日現在） 

予算年度 主要品目 金額（円） 
使用換算 

レート 

2007 年度 
視聴覚教育機材、無線機、現場鑑識資機

材、携帯投光器、無線通信関連機器など
4,515,718 

US$1=¥116.47 

Rp1,000=¥12.36

2008 年度 

教場改装、デジタル印刷機、無線機周辺

機器整備、車両位置情報システム整備な

ど 

20,290,922 
US$1=¥117.38 

Rp1,000=¥12.86

2009 年度 駐在所建設など 8,008,961 
US$1=¥93.13 

Rp1,000=¥9.29 

合計 32,815,601  

注）各年度は、日本の予算年度を表す。 
出所：プログラム事務所から提供されたデータ 

 

（4）在外事業強化費 

本プロジェクトで負担した一般業務費、ローカル・コンサルタントへの業務委託費など

を含む在外事業強化費は下表 2-5 に示すとおりである。 

 
表 2-5 在外事業強化費（2009 年 9 月 30 日現在） 

2007 年度 
（実 績） 

2008 年度 
（実 績） 

2009 年度 
（実 績） 

合計実績 
（千円） 

10,189 18,016 5,856 34,061 

注）各年度は、日本の予算年度を表す。 

出所：プログラム事務所から提供されたデータ 
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2-1-2 インドネシア側 

（1）人員配置 
1） 組織運営 

メトロ・ブカシ警察署 ブカシ県警察署 

・署 長 
・副署長 

・署 長 
・副署長 

 

2） 現場警察活動 

メトロ・ブカシ警察署 ブカシ県警察署 

・市民指導課長 

・警務課長 

・市民指導課長 

・警務課長 

 
3） 現場鑑識 

メトロ・ブカシ警察署 ブカシ県警察署 

・刑事課長 

・鑑識係長 

・刑事課長 

・鑑識係長 

 

4） 通信指令 

メトロ・ブカシ警察署 ブカシ県警察署 

・業務企画課長 

・通信指令室長 

・情報通信管理係長 

・業務企画係長 

・情報通信管理係長 

・情報通信管理主任 

・市民応接センター係長 

 

5） 事務管理部門（管理要員、秘書など） 

メトロ・ブカシ警察署 ブカシ県警察署 

・警察署署員 ・警察署署員 

 

（2）プロジェクト実施に必要な執務室及び施設設備の提供 
以下に示す執務室などが提供された。 

・プロジェクト事務所（メトロ・ブカシ警察署、ブカシ県警察署） 

・日本人専門家およびカウンターパート執務室（メトロ・ブカシ警察署、ブカシ県警察署） 

・管理事務室（メトロ・ブカシ警察署、ブカシ県警察署） 

・BKPM14 ヵ所、POLPOS1 ヵ所の土地が地元により提供 

 
（3）その他 

光熱費・水道代などの共益費は、両ブカシ警察署の一般経費のなかで負担されている。 
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2-2 実施プロセス 

2-2-1 プロジェクト活動の進捗状況 
（1）分署での活動状況 

2007 年 9 月、両警察署の幹部（分署長、各関係課長等）約 190 名を集め、プロジェクト

の目的、市民警察活動につき紹介、2008 年には、分署を対象とした「POLMAS 推進月間」

「鑑識資料採取強化月間」「POLMAS 強化月間」を実施し、2009 年 5 月には、これら成果

を基に、副署長以下各課長、分署長を対象としたワークショップを 4 回実施した。また、

2008 年 11 月、2009 年 3 月と 6 月に、幹部計 24 名を対象とした研修（組織運営、交番運用

ほか）を本邦にて実施した。 

BKPM 及び POLPOS は、分署長の下に配置されている。分署内の活動については分所長

にある程度の裁量があり、国別特設研修に研修員として参加した分署長は、朝礼を導入し

たり、日本の駐在所を参考にしつつ、分署の地域性も踏まえて駐在官の活動内容を定めて

いる。 

 
（2）警察活動の機能改善 

2007 年 11 月に、フェーズ１の成果も踏まえ、BKPM 活動マニュアルが完成した。

BKPM/POLPOS の警察官やバビンカムティムバス1（以下、「バビン」と記す）は、BKPM

マニュアルで示されている警察活動基準に沿って、市民警察活動を実施することができる。

また、本マニュアルは、彼らの業務をより効率的に遂行するうえで極めて有効である。2009

年 3 月に巡回連絡競技会が開催された。鑑識については、両ブカシ署において、鑑識検定、

写真検定の制度が整備され、2007 年から毎年開催されている。2009 年 6 月には、上級の

インストラクター級の鑑識検定試験が実施された。警察官の能力向上のため、カウンター

パート研修が 2007 年から、現場警察活動、交番活動、鑑識等の分野で毎年実施され、25

名が参加した。 

通信機材の維持に関し、2007 年 12 月に事後状況調査開始の説明会が開催され、2008 年

5 月調査結果の報告会が開催された。この結果、2009 年より、すべての地域で、GPRS 等

の活用が可能となった。 

 

（3）地域住民との良好な関係 

ブカシ地域住民との情報共有をめざし、2008 年 1 月プカヨン POLPOS でラジオ放送局を

開設、2008 年 11 月には、インドネシア‐日本博覧会で仮設 BKPM を展示、2009 年 4 月

TV 番組の取材に協力するなど、情報の発信に努めている。住民とのパートナーシップは、

順調に構築されつつあり、自警団や FKPM を通じて、地域住民は治安を維持するための活

動を進めてきた。警察官の数が制限されているため、地域社会の治安を維持するうえで、

住民からの支援は極めて重要である。例えば、ブカシ県警察署では、市民との対話の場を

設ける必要があると考えたため、メディア用の記者会見室を設置し、住民に必要な情報及

びブカシ県での事件の進捗状況を伝えている。また、時期をとらえ、交番単位での記念式

典を開くなど、住民の理解を深めている。 

                                                        
1 村（クルラハン）を単位とした活動を行う制服警察官を指す。 
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（4）インドネシア共和国家警察改革支援プログラム内の連携 

プロジェクト活動のモニタリングのため、プログラムの WG が定期的（3 ヵ月に 1 回）

に開催され、プロジェクトリーダー等が参加し、専門家やカウンターパートによるプログ

ラム関連活動（プロジェクト活動を含む）の報告を通じて、プログラムの進捗状況を確認

し、今後の方針や活動を検討・決定している。また、先方より施策に関する説明なども行

われている。WG での結論は 終的な決定事項となるため、当該プロジェクトを含むプロ

グラムの方向性に関する両者のコンセンサスは、WG を通じて醸成されている。 

また、プロジェクトでの POLMAS 活動の成果や鑑識技術を、プログラム内の他の活動

に広めていくための積極的な取り組みが行われている。2007 年には、国家警察の主催する

全国女性警察官講習課外授業として約 100 名がメトロ・ブカシ警察署を訪問し、女性警察

官による交番などを視察したほか、2008 年 6 月全国鑑識競技会で、ブカシ県警察署鑑識チ

ームが優勝した。プログラム内の連携は、ジャカルタ警視庁（2007 年以来、年に 2～3 回）、

PTIK（2008 年第 49 期生から年 2 回）、国別特設研修（2008 年第 8 期から年 1 回）、バリプ

ロジェクト（2007 年にブカシ FKPM のメンバーがバリへ、2009 年はバリ観光警察の研修

をブカシ警察署で）に大別される。内容は、POLMAS 活動の紹介が主体であるが、鑑識技

術の研修もある。POLMAS 活動については、2008 年 7 月にジャカルタ警視庁管内の分署

長 30 名、同年 12 月には警察学校教官 30 名、2009 年 2 月には地方警察署の署長、課長、

駐在官 6 名を受け入れた。メトロ・ブカシ警察署、ブカシ県警察署の POLMAS 活動推進

ための研修の場としての活動が拡大している。 

さらに、プログラム内の各専門家の活動は、毎週金曜日に開催される定例会議で報告さ

れ、各専門家による取り組みについて情報共有が図られている。 

 

2-3 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標： 

「モデル警察署」であるブカシ警察署において、市民からの基本的信頼が得られるための「市

民警察活動」が強化される。 

指 標： 

（1）ブカシ住民及び地方行政機関が、ブカシ警察署の警察活動の向上を認める。 

（2）ブカシ警察署において、「市民警察活動」に対する警察官の意識/インセンティブが高まる。

 

指標（1）では、第三者機関（ニールセン社）による世論調査を通じて、「警察パフォーマンス

の改善状況」「POLMAS2の認識度」「BKPM の認識度」及び「警察活動への満足度」という観点か

ら指標を測定した。下表 2-6～2-9 に示すとおり、2007 年 8 月と 2009 年 9 月に実施されたブカシ

地域住民（サンプル数：2007 年 1,613 名、2009 年 1,603 名）及び地方行政機関（サンプル数：2007

年 288 名、2009 年 290 名）を対象とした世論調査結果では、各項目で数値が順調に向上している

ことが分かる。 

                                                        
2 POLMAS とは、「インドネシア版市民警察活動」の意であり、本通達によれば地域社会の安全と秩序及びその住民の生活の

平穏を脅かすそれぞれの社会的問題を解決する過程において警察と地域住民との間で対等なパートナーシップを構築する

ことにより、犯罪そのものを減らすとともに犯罪への不安感を軽減させ、地域住民の生活の質の向上をめざした警察活動を

指している。 
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表 2-6 ブカシの地域住民及び地方行政機関などによって評価された警察パフォーマンスの改善

状況 

 2007 年 8 月 2009 年 9 月 

ブカシ地域住民（1,613 名/1,603 名） 70％ 74％ 

地方行政機関（288 名/290 名） 78％ 84％ 

注）「ブカシ地域住民」及び｢地方行政機関｣に記載されている人数は、前者が 2007 年世論調査の

サンプル数、後者が 2009 年世論調査のサンプル数となっている。 

出所：ニールセン社によるブカシ住民及び地方行政機関への世論調査結果より 
 

表 2-7 ブカシの地域住民によって評価された POLMAS の認識度 

 2007 年 8 月 2009 年 9 月 

ブカシ地域住民（1,613 名/1,603 名） 11％ 32％ 

地方行政機関（288 名/290 名） 83％ 98％ 

注）「ブカシ地域住民」及び｢地方行政機関｣に記載されている人数は、前者が 2007 年世論調査の

サンプル数、後者が 2009 年世論調査のサンプル数となっている。 

出所：ニールセン社によるブカシ住民及び地方行政機関への世論調査結果より 

 

表 2-8 ブカシの地域住民によって評価された BKPM の認識度 

 2007 年 8 月 2009 年 9 月 

ブカシ地域住民（1,613 名/1,603 名） 6％ 10％ 

地方行政機関（288 名/290 名） 69％ 90％ 

注）「ブカシ地域住民」及び｢地方行政機関｣に記載されている人数は、前者が 2007 年世論調査の

サンプル数、後者が 2009 年世論調査のサンプル数となっている。 

出所：ニールセン社によるブカシ住民及び地方行政機関への世論調査結果より 

 
表 2-9 過去に警察と接したことがあるブカシ住民による警察活動への満足度（「非常に満足した」

および「満足した」と回答したブカシ住民の割合） 

 2007 年 8 月 2009 年 9 月 

ブカシ地域住民 61％ 65％ 

注）（非常に）満足した理由として、正確な情報提供、親切かつ丁寧な対応、迅速な対応などがあ

げられている。 

出所：ニールセン社によるブカシ住民への世論調査結果より 
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指標（2）に関しては、以下に示すインタビュー調査結果より、両ブカシ警察署における市民警

察活動に対する警察官の意識/インセンティブの向上がみられた。 
・地域住民は、今まで警察官に対して怖いという印象をもっていたが、警察官が巡回連絡や

会議への参加を積極的に行うことによって、警察官の態度や振舞いが徐々に変化した。 
・今まで警察官は命令に従って任務を遂行してきただけであるが、 近では、地域コミュニ

ティからの要請に基づいて自主的に任務を遂行するようになってきた。 
・警察官は一般市民、経営者、主婦などを含む地域住民と頻繁に連絡を取り合っており、地

域住民と連携して、積極的に職務を遂行している。結果的に、警察官は、地域住民により

近い存在になってきている。 

・東ブカシ分署（メトロブカシ）では、市民警察活動に対する警察官のインセンティブが徐々

に高まってきている。これは、東ブカシ分署が、業績に従って警察官を評価するとともに、

よい業績を残した警察官には分署長賞を授与する試みを始めたためである。 
 

2-4 アウトプットの達成状況 
2-4-1 アウトプット 1 

アウトプット 1： 

ブカシ警察署幹部の業務管理能力が向上する。 

指 標： 

(1)  ブカシ警察署において、市民警察活動に向けた各種取り組みが実施される。 

(2)  ブカシ警察署において、適切な人員配置が行われる。 

 

指標（1）の「市民警察活動に向けた各種取り組み」に関しては、分署レベルの取り組みとし

て、各種コンテストの開催（2007 年：ポスター作成、2008 年：ミニ広報紙作成、2009 年：“Quick 

Wins”の標語作成）、巡回連絡競技会などを行った。また、鑑識分野に関しては、各分署への適

切な鑑識担当官を配置したのち、各分署へ巡回指導（2 回以上）及び指紋資料作成月間（2 回）

を推進している。 
指標（2）の人員配置については、メトロ・ブカシ警察署/ブカシ県警察署では 1,500 名/1,332

名（2007 年 8 月）、1,545 名/1,430 名（2008 年 8 月）、1,555 名/1,483 名（2009 年 8 月）と推移し

ている。 

 

2-4-2 アウトプット 2 

アウトプット 2： 

ブカシ警察署において、市民警察化に向けた現場（BKPM/POLPOS など）での警察活動の機

能が改善される。 

指 標： 

（1）ブカシ警察署において、現場鑑識臨場数が増え、対照可能な指紋採取ができた件数が

増加する。 

（2）鑑識係員が高度な現場鑑識の技術を習得･活用する。 

（3）制服警察官が、一定レベルの現場保存を行う。 
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（4）現場（BKPM/POLPOS など）において、巡回連絡活動や相談受理などを含む各種取り

扱いが実施される。 
（5）無線を活用して、ブカシ警察署管内の連絡が適切に行われる。 

（6）ブカシ警察署における教育訓練が実施される（実施回数）。 

 

指標（3）及び（5）に関しては、中間レビュー以降、別の指標に含めることとした。詳細は

以下で説明する。 

指標（1）については、下表 2-10 及び 2-11 で示すとおり、2007～2008 年にかけて「現場鑑識

臨場数」及び「現場で対照可能な指紋採取ができた件数」は順調に増加している。なお、2009

年に関しては、10 月 31 日現在の数値であるため、メトロ・ブカシ警察署では前年の数値には

まだ達していない。 

 
表 2-10 現場鑑識臨場数 

 
2007 年 

（8 月から） 
2008 年 

2009 年 

（10 月 31 日現在）

メトロ・ブカシ警察署 127 566 411 

ブカシ県警察署 331 451 460 

出所：両ブカシ警察署による案件処理の記録 

 

表 2-11 現場で対照可能な指紋採取ができた件数 

 2007 年 

（8 月から） 
2008 年 

2009 年 

（10 月 31 日現在）

メトロ・ブカシ警察署 422 587 333 

ブカシ県警察署 43 60 175 

出所：両ブカシ警察署による案件処理の記録 

 
指標（2）の高度な現場鑑識の技術を習得した鑑識担当官は、メトロ・ブカシ警察署において

指紋及び写真の 2 つの資格を有するインストラクターが 4 名、ブカシ県警察署において写真の

資格を有するインストラクターが 1 名となっており、国内研修においても指導できるレベルで

ある。 

指標（3）の「現場保存」に関しては、「現場鑑識臨場数」と同じ内容としてとらえることが

できるため、中間レビュー以降、指標（1）で計上する。 
指標（4）の「巡回連絡活動」及び｢相談受理｣の実施回数は、2008～2009 年（8 月 31 日まで）

にかけて、ブカシ全体で 11 万 7,380/111（巡回連絡活動/相談受理）から 7 万 7,142/558（同左）

と推移している。巡回連絡活動に関しても、2009 年 12 月までの数値を適用すれば、前年の数

値を上回るかもしれない。 
指標（5）に関しては、GPS に関する問題が 4 月に解決し、無線を活用した現場警察活動の

強化に向けた「通信指令訓練」に現在取り組んでいる。なお、同訓練の実施回数は、中間レビ



－15－ 

ュー以降、指標（6）の「教育訓練」で計上する。 

指標（6）の「教育訓練」については、両ブカシ警察署において、プロジェクト開始から 2009
年 8 月 31 日まで「POLMAS 研修」を 149 回、「鑑識研修」を 76 回、「鑑識研修ツアー」を 55

回、「鑑識に関する実践的実地教養（OJT）」を 46 回実施した。 
 

2-4-3 アウトプット 3 

アウトプット 3： 

地域住民や地方行政機関との良好な関係（パートナーシップ）が構築される。 

指 標： 
（1）広報・啓発活動の実施回数が増加する。 

（3）FKPM 会合、参加型セミナー、ワークショップなどの実施回数が増える。 

 
指標（1）の広報活動に関しては、プロジェクト開始から 2009 年 8 月 31 日まで、メトロ・ブ

カシ警察署で 143 回、ブカシ県警察署で 221 回実施された。また、指標（2）の FKPM 会合は、

プロジェクト開始から 2009 年 8 月 31 日まで、メトロ・ブカシ警察署で 782 回、ブカシ県警察

署で 332 回実施された。参加型セミナーは、2009 年に各警察署で 1 回ずつ実施され、メトロ・

ブカシ警察署で 200 名、ブカシ県警察署で 300 名のセミナー参加者であった。 

 

2-4-4 アウトプット 4 

アウトプット 4： 

プログラム内の連携を図り、市民警察化に向けた警察活動に関連した研修体制が整備・改善

される。 

指 標： 

（1）研修参加者による研修内容の評価が高くなる。 

（2）技術指導者の活用度が増加する。 

 
指標（1）に関しては、POLMAS 研修の第 2 回から第 4 回にかけて、「非常に効果的である」

と回答した研修参加者が、それぞれ 53.3％、60.0％、88.9％となっている3。 
指標（2）では、技術指導者（インストラクター）によって行われた国内研修の実施回数を計

上しており、プロジェクト開始から 2009 年 8 月 31 日まで、POLMAS 研修を 5 回（総参加者数

112 名）、鑑識研修を 1 回（参加者数 23 名）実施した。 

 

                                                        
3 ただし、第 1 回および第 5 回研修の質問票は、満足度を数値で測るようにデザインされていなかったため、上記記録には記

載されていない。 
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第 3 章 評価 5 項目によるレビュー結果 
 

3-1 妥当性 
本プロジェクトの妥当性は、以下のような理由から高かったと判断される。 

 
3-1-1 インドネシアの警察分野における国家開発計画との整合性 

以下に示すように、本プロジェクトは、インドネシア国家警察によって掲げられている国家

警察基本戦略や国家警察長官決定でめざしている内容と合致している。 

 
（1）国家警察基本戦略（2005～2025 年） 

当該基本戦略では、インドネシア国家警察のサービスに対する公的ニーズとして、以下

の 3 段階が設定されている。 

1） 第 1 段階：信頼構築（2005～2010 年） 
地域社会/市民からの信頼を得るためには、安心感及び公正性を創出するとともに、公

的ニーズに対するサービス提供の質を高めていく。 

2） 第 2 段階：パートナーシップの構築（2011～2015 年） 

安心感を実現するための法執行及び秩序維持、並びに公的サービスや保護活動の面に

おける各種関係者との緊密な関係を構築する。 

3） 第 3 段階：卓越性を指向した取り組み（2016～2025 年） 

国内、域内及び国際社会からみて信頼できる能力の構築のため、優れた公的サービス

提供能力を構築し、グッド・ガバナンス、ベスト・プラクティス、人材のプロフェッシ

ョナル化、科学技術の活用、装備施設を含むインフラ整備などを実現する。 

 

（2）インドネシア国家警察（ INP）の責務遂行における「インドネシア版市民警察活動

（POLMAS）」モデルの運用に関する政策及び戦略に関する国家警察長官決定（2005 年 10

月） 

「インドネシア国家警察の責務遂行における POLMAS モデルの運用に関する政策及び

戦略」（以下、「POLMAS 通達」と記す）が策定され、POLMAS 担当官4と地域社会とのパ

ートナーシップの構築及び地域社会のなかで起こる様々な社会的問題の解決を進めてい

くことが謳われている。 

 

（3）インドネシア版市民警察活動（POLMAS）振興 5 ヵ年計画（2006～2010 年） 

「POLMAS 通達」を具現化するために、2006 年 11 月に「POLMAS 振興 5 ヵ年計画（2006
～2010 年）」が策定された。このなかには 6 つの柱として、以下の項目が記載されている。 

1）システム及び手法の整備 
2）人材育成 

3）周知及び広報 

                                                        
4 POLMAS 担当官（Petugas POLMAS）は、警察官〔下士官（Bintara）又は士官（Perwira）〕で構成されており、地域社会と協

力して公共の安全を確保することになっている。また、地域社会の生活の向上をめざしたコミュニティを構築するために、

特別に訓練された警察官を村、村（クルラハン）あるいは特定の地区に配置することとしている。 
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4）装備資機材・施設の整備 

5）活動の実施 
6）POLMAS 振興のマネージメント 

具体的には、POLMAS 担当者育成指針の策定、POLMAS アプローチによる各分野の活

動の手引きの策定（「システム及び手法の整備」）、POLMAS に関する教材や資料の作成、

訓練計画の策定、訓練の実施（「人材育成」）、POLMAS の概念及びその展開に関する共通

理解を与えるための資料の作成、研修講師チームの編成、ポスターやリーフレットを活用

した広報活動の実施（「周知及び広報」）などを進めていくこととしている。このように、

POLMAS 通達を受けて策定された「POLMAS 振興 5 ヵ年計画」に沿って、POLMAS を具

体的に実践するための方策が練られている。 
 

（4）その他関連する規則 
そのほかにも、「国家警察の任務遂行における POLMAS の戦略及び実践の基本指針に関

する国家警察長官規則（2008 年第 7 号）」「自立したプロフェッショナルで市民に信頼され

る国家警察をめざすための国家警察改革加速化業務プログラムに関する国家警察長官決

定（2008 年第 37 号）」「POLMAS 任務担当者の育成方針に関する国家警察長官決定通達

（2006 年 7 月）」などにより、POLMAS を推進していく戦略やプログラムなどが策定され

ている。また、今年の 1 月には、「国家警察の官僚主義改革プログラム（Quick Wins：2009

年 1 月）」が表明され、その標語となっている迅速性、透明性、信頼性、専門性（QTAP）

に基づいて改革の方針を更に推進させていく内容となっている。 

 

3-1-2 日本の援助政策との整合性 

（1）対インドネシア国別援助計画 

外務省の「対インドネシア国別援助計画（2004 年 11 月）」では、3 つの重点分野の 1 つ

に「民主的で公正な社会造り」を掲げており、そのなかの「ガバナンス改革」で示されて

いる「警察改革」については、より積極的な支援を行う意向である。具体的には、交番制

度を含む市民警察活動の導入及び警察の能力強化が謳われている。したがって、本プロジ

ェクトの方向性は、当該援助計画の内容と整合しているといえる。 

 

（2）JICA 国別援助実施方針 

JICA 国別援助実施方針（2009 年 4 月）には、4 つの重点分野に 20 の協力プログラムが

明記されており、そのうち本プロジェクトは重点分野：「民主的で公正な社会造り」の「国

家警察民主化支援プログラム」に位置づけられている。当該プログラムでは、市民警察化

に向けた活動モデルの確立や普及支援を通じて、POLMAS 政策の推進をめざしているため、

本プロジェクトがめざすべき方向性と合致しているといえる。 

 
3-2 有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下のような理由から高いことが見込まれる。 

 

3-2-1 プロジェクト目標の達成見込み 
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市民警察活動は強化されてきている。これは、警察、住民及び FKPM 間の連携が円滑に促進

されてきたことが主要な促進要因の 1 つであると考えられる。地域コミュニティとのよい関係

を促進するために、両ブカシ警察署、分署および BKPM によって計画された地域コミュニティ

のための防犯、薬物乱用防止、交通安全などに関する地域集会、指導活動及び PR 活動を含む

各種機会が提供されるようになった。結果的に、第三者機関（ニールセン社）による世論調査

結果で示されているように、地域住民による POLMAS に関する認識度は、2007 年の 11％から

2009 年の 32％まで大きく上昇した。このように、両ブカシ警察署による市民警察活動の効果が

徐々に表れてきている。 
今まで警察官は命令に従って任務を遂行してきただけであるが、 近では、地域コミュニテ

ィからの要請に基づいて自主的に任務を遂行するようになってきた。また、警察官は地域コミ

ュニティの要請に対して好意的に対応するとともに、地域コミュニティでの存在感を示すこと

ができるようになった。これは、市民警察活動への意識が徐々に浸透してきている証しである。 
今回の調査では、一部の POLPOS を含む BKPM の警察官は、警らや巡回連絡を実施するよう

になり、警察官の存在を示すことが防犯効果につながっているとの意見が出された。また、

BKPM や POLPOS による防犯に関する情報提供や地域コミュニティでのヒアリングを通じて、

管轄域内での実情を把握できるようになってきたとのことであった。 

防犯に関しては、地域コミュニティが防犯活動に参加するようになってきたため、治安状況

は改善されてきている。特に、地域住民による自らの警らとして、ボランティアや政府役人で

構成される自警団が、FKPM と連携して警らを実施している。 

 

3-3 効率性 

本プロジェクトの投入は、おおむね順調にプロジェクト活動及びアウトプットに転換されてき

ている。 

 

3-3-1 アウトプット達成の進捗状況 

（1）両ブカシ警察署の人材開発 
分署の機能強化のため試験的な取り組みが行われている東分署（メトロブカシ）は、

BKPM 及び POLPOS の警察官及びバビンによって行われる警察活動の実績を管理できるよ

うになった。また、本分署は、巡回連絡に関して警察官の業績を評価し、よい業績を残し

た警察官には分署長賞を授与している。プカヨン POLPOS では、巡回連絡の記録の様式を

作成し、記録として保管するシステムを開発した。 

フェーズ 1 の活動を通じて、鑑識検定制度が確立された。鑑識（指紋及び写真）のイン

ストラクターとして認定された鑑識担当署員は、他の警察署や分署の警察官も指導するこ

とができるようになった。メトロ・ブカシ警察署では指紋及び写真の 2 つの資格を有する

インストラクターが 4 名、ブカシ県警察署では写真インストラクターが 1 名となっており、

国内研修においても指導できるレベルである。さらに、これらのインストラクターは、ブ

カシ管内での研修のほか、ジャカルタ警視庁での研修講師の要請があるとともに、他警察

署からの依頼でその管内の現場臨場を遂行することがあり、着実に活用度が増している。 
 

（2）両ブカシ警察署における研修体制の整備状況 
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フェーズ 1 で作成された「検視」や「現場保存」に関する教材は、増刷して現行の研修

でも活用されている。フェーズ 2 の協力期間中、POLMAS 活動強化専門家は、本プロジェ

クトと連携して、①日本の交番・駐在所の紹介、②日本での地域住民による防犯活動、③

科学捜査（主に鑑識）に関する冊子を作成し、ブカシでの国内研修においてもそれらを活

用している。また、緊急通報 112 番の DVD が作成され、既にブカシの住民に配布された。

現在、巡回連絡の DVD を作成中である。 
現地国内研修は、両ブカシ警察署で実施されており、研修教室は既存施設を改装するこ

とによって確保し、実務に特化した研修を実施しているため、研修成果は良好であるが、

受入先である両ブカシ警察署の負担が懸念される。一方、研修実施に際しては、警察署の

本来業務と並行して進められているため、技術移転を受ける警察官にも相当な負担が生じ

ていることも事実である。 

 
3-3-2 投入とアウトプットの関係 

（1）警察・市民パートナーシップ・センター（インドネシア版交番）（BKPM）の運用状況 
BKPM マニュアルに沿って、BKPM は、地域コミュニティのために適切に運用されてい

る。BKPM の主要業務は、地域の治安維持、警らや巡回連絡、問題解決などを遂行するこ

とである。問題解決の取り組みに関しては、BKPM は FKPM と協力して、地域コミュニテ

ィ内で発生した家庭内暴力（DV）のような問題をコミュニティ・レベルで解決できるよう

に努めている。解決できない場合には、その事案は分署レベルに送られることになる。ま

た、BKPM は地域コミュニティの防犯効果を期待できるため、BKPM の存在は地域コミュ

ニティにとっても重要である。さらに、地域住民は、遠く離れている分署に行く必要がな

くなり、BKPM に直接訪問することができるようになった。 

BKPM に係る維持管理費の予算配分は、BKPM 及び分署によって様々である。 

 

（2）通信指令の活用に関する課題 

ブカシ県警察署での通信指令の流れは、①地域住民から警察サービス・センター（SPK）

に連絡が入り、②刑事部、公安部、交通部などの各部署と相談して方針を決定し、③通信

指令センターから分署、BKPM、POLPOS 及び現場近くの GPRS 搭載車に指示を与えると

いう手順を踏むことになっている。 

現段階では、地域住民からの緊急連絡はまだ限られた件数のみであり、GPRS システム

が十分に活用されている状況ではない。しかしながら、メトロ・ブカシ警察署では GPRS

システムを用いて、殺人事件のような重大犯罪発生時の訓練を行っている。今後、本シス

テムを 大限に活用していくためには、当該分野人材のスキル向上に向けた活動を積極的

に進めていくことが期待される。 

 

（3）供与機材の維持管理及び消耗品の調達 
現場鑑識の消耗品調達に関する方針は、できる限り任地で入手可能なものということに

なっている。指紋関連の消耗品を日本から調達すると高額になるため、フェーズ 1 時から

現地調達の消耗品で代用している。警察組織内で鑑識の重要性が認識されれば、消耗品の

調達や鑑識機器の維持管理に必要な予算が確保されるようになるかもしれない。 
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無線機器に関しては、維持管理のための適正な金額の予算が両ブカシ警察署で確保され

ていない。数年間使用後、バッテリーが切れた場合、消耗品購入のための予算が不足して

いるため、無線機が活用できなくなることが想定される。 

 
（4）他ドナーの活動 

基本的に、インドネシア共和国警察に対する支援で他ドナー間との連携は推進されず、

それぞれ特定の分野で独立して協力している状況である。具体的には、国際移住機構（IOM）

は POLMAS 教育訓練分野において、POLMAS インストラクターを育成するとともに、人

権問題に取り組んだ活動を展開している。また、米国は薬物対策（捜査手法）に大規模な

支援を進めており、オーストラリアは組織犯罪（テロ対策）に特化した研修施設供与及び

訓練指導などを実施している。 

 
3-4 インパクト 

プロジェクト実施により以下のようなインパクトが認められる。 
 

3-4-1 両ブカシ警察署をモデルにした全国展開計画の進捗状況 

インドネシアでは、市民警察活動の全国展開に関連した複数の取り組みが存在する。 

・国家警察本部の鑑識課で構成された指導チームは、2009 年、インドネシアにある 31 の州

警察本部（POLDA）のうち 8 つの警察本部を自らの予算で訪問し、鑑識研修を実施した。

8 つの警察本部で実施された研修参加者の総数は 475 名に達し、指紋や写真の理論だけで

はなく、実技に関しても学習した。さらに、メトロ・ブカシ警察署において、上記警察本

部と異なる 18 の警察本部の鑑識代表者を召集し、ほぼ同一の内容で鑑識研修を実施した。

なお、その研修予算は国家警察本部人材局が負担した。 

・本プロジェクトで抽出された経験や教訓をインドネシアの他地域に伝えていくことは重要

である。警察大学院大学（PTIK）に配置されている POLMAS 活動強化専門家は、ジャカ

ルタの初任科学校（SPN）や出張先での講義、POLMAS セミナーなどを通じて、その経験

や教訓を紹介し、ブカシでの活動を共有していくような活動を推進している。また、PTIK

の学生は、ブカシの BKPM における活動を見学する機会が設けられており、現場での実際

の活動を学んでいる。将来、彼らが任地に赴いた際、実際に見た BKPM に倣い、その運営

管理方法や環境を構築していくことが重要である。このような地道な活動を積み上げてい

くことにより、BKPM での活動を含む POLMAS が全国に展開されていくことが期待され

る。 

・インドネシア警察サクラの会（ISI）は、当該プログラムの枠組みで訪日研修をした国家警

察職員、大学教授、一般市民などで構成される団体である。ISI は、BKPM での活動を他

地域に展開していくことを積極的に支援する立場を取っている。具体的には、西スマトラ

州パダンに BKPM を建設し、ブカシで担当署員に研修を行ったうえで BKPM 活動を推進

中である。また、スラバヤでも BKPM 建設が計画されている。 

・メトロ・ブカシ署では、基本的に無料で提携している地方ラジオ放送局を通じて、POLMAS

活動の広報を進めている。このような広報活動を行うことによって、市民からの意見を直

接聞くことができるとともに、警察の問題点・実状を把握することができる機会にもなっ
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ており、警察が市民との距離を近づける「場」となっている。 

・2007 年 11 月に本プロジェクトで作成された「BKPM における POLMAS 担当官のマニュア

ル（BKPM マニュアル）」を活用して、BKPM/POLPOS で勤務する警察官、バビンカムテ

ィブマス及び見習い警察官を対象として研修が実施された。このように、モデルとしての

BKPM の要素は当該マニュアルに組み込まれている。さらに、2008 年 5 月、当該 BKPM

マニュアルを基に、ジャカルタ警視庁がほぼ同じ内容の「POLPOS/BKPM における任務の

実施指針」を作成した。当該指針は、ジャカルタ警視総監の決定通知（No. Pol.: 

SKEP/207/V/2008）となるインドネシア共和国家警察の正規文書であるため、管轄内の勤務

員に配布された。したがって、全国展開への一歩として、当該指針は、ブカシだけではな

く、ジャカルタ警視庁管轄内の他地域にも活用されている。今後、当該 BKPM マニュアル

の内容が、国家警察による全国版マニュアルにも反映されることが期待される。 

 
3-4-2 インドネシア国家警察改革支援プログラム内の各事業との連携状況 

JICA 協力プログラム「インドネシア国家警察改革支援プログラム」は、国家警察長官と協力

しつつ、プログラム・マネージャーの管理の下順調に進められてきている。当該プログラムの

枠組みにおいて、ブカシでの本プロジェクトは、バリ島における安心なまちづくりプロジェク

ト（バリ島プロジェクト）と連携してプロジェクト活動を行っている。具体的には、ブカシで

の鑑識担当官が、バリの鑑識担当官に対して指導を行っている。また、バリ島プロジェクトの

カウンターパートは、POLMAS 活動の改善に向けて、ブカシで行われている POLMAS の国内

研修にも参加している。両プロジェクトは、それぞれの地域で実施されている活動から抽出さ

れた経験や教訓を有効に活用して、相互間で不足する部分を補うように努めている。これらの

経験や教訓を交換するために、プログラム内で週例会議を開催している。また、POLMAS 専門

家は、本プロジェクトでも活用されている教材を作成している。そのほかにも、他地域で遂行

されているグッド・プラクティスや有用な情報を収集しており、本プロジェクトでも POLMAS

活動の改善に向けて、グッド・プラクティスなどを活用することができる環境が整っている。

このように、プログラム・マネージャーの下、各事業が相互間で連携して活動が進められてい

る。 

 

3-4-3 上位目標の達成に向けた促進要因 

（1）女性による交番及び駐在所へのアクセス状況 
女性警察官で運営されているムカールサリ BKPM は、この 3 年間、巡回連絡を続けてお

り、管轄内の全世帯を少なくとも 1 度は訪問しているため、家族構成に関する情報・デー

タは既に所有している。このように、地域コミュニティとのよい関係は既に構築されてい

るため、ムカールサリ BKPM を訪れる女性を含む地域住民にとって、良好な環境が整備さ

れているといえる。 

女性警察官のみのプカヨン POLPOS では、母親の経験を生かして、地域の子どもに指導

を行っている。また、女性独自の感性を効果的に活用して、地域の安全情報を伝えるとと

もに、警察活動の広報を通じて BKPM や POLPOS への来訪も促している。 
 

（2）インドネシア版駐在所（バライ・ポルマス：BARAI POLMAS）の設置 
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ブカシ県では、2007 年から先方の自主的な取組みとして、ブカシ県警察署と地元が協働

して、バビンカムティブマス用の住居兼事務所（「BARAI POLMAS」と呼ばれ、日本の駐

在所に近い施設。地元あるいは勤務員からの施設供与）が 4 ヵ所に設置され、既に稼働し

ている。 
 

3-5 自立発展性 
当該プロジェクトの関係当局によって人材及び財源が適切に確保されれば、プロジェクトの自

立発展性は期待できる。 
 

3-5-1 インドネシア側による政策支援 
上記「妥当性」で説明したとおり、国家警察基本戦略 2005～2025 年、POLMAS 通達、POLMAS

振興 5 ヵ年計画（2006～2010 年）などによれば、市民の基本的信頼を得るための POLMAS は、

プロジェクト終了後もインドネシア政府の政策に沿って支援されることが見込まれる。 

 
3-5-2 組織能力 

（1）市民警察活動の継続性 

市民からの基本的信頼が得られるように、ブカシでは市民警察活動に対する警察官の意

識が徐々に変化してきている。具体的な意識の変化として、以下のような事例があげられ、

治安に高い関心を示す地域住民との良好な関係が築かれつつあり、今後も市民警察活動が

継続されることが見込まれる。 

・今まで警察官は命令に従って任務を遂行してきただけであるが、 近では、地域コミュ

ニティからの要請に基づいて自主的に任務を遂行するようになってきた。 

・地域住民は、今まで警察官に対して怖いという印象をもっていたが、警察官が巡回連絡

や会議への参加を積極的に行うことによって、警察官の態度や振舞いが徐々に変化して

きた。 

・警察官は地域コミュニティでの各種会議や行事などに参加するようになってきたため、

地域住民との良好な関係が築かれつつある。結果的に、警察官は、地域住民により近い

存在となってきている。 

 

（2）インストラクターによる警察関係者を対象とした指導や研修の継続性 
鑑識のインストラクターとして資格を有する人材は、プロジェクト終了後も警察関係者

を対象とした研修を継続していくことが期待される。これは、市民警察活動や鑑識活動が

彼らの日常業務の一部となっているためである。さらに、現在もブカシだけではなく、他

地域においても鑑識担当官を対象にして研修を実施している。 

 

3-5-3 予算の推移 
下表 3-1 及び 3-2 で示すように、両ブカシ警察署は、予算を確保するように努めており、特

に活動費は顕著な増加傾向を示すことが確認できる。メトロ・ブカシ警察署とブカシ県警察署

の活動費は、2008 年度から 2009 年度にかけて、それぞれ 220.69％及び 194.42％へと大幅に増

加している。また、両ブカシ警察署の人件費もそれぞれ 122.97％及び 122.90％（同期間）に増
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加している。このように、両ブカシ警察署は、市民から基本的信頼を得るための市民警察活動

を継続していくことが期待される。 
 

表 3-1 メトロブカシ警察署における予算の推移（2007～2009 年度）  通貨単位：ルピア（Rp.） 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

人件費 48,448,774,000
54,471,194,000

（112.43％）

66,982,507,000

（122.97％）

活動費 5,114,940,000
5,830,901,000
（114.00％）

12,868,471,000
（220.69％）

合 計 53,563,714,000
60,302,095,000
（112.58％）

79,850,978,000
（132.42％）

注 1）括弧内のパーセンテージは、前年度予算と比較した割合（％）である。 
注 2）インドネシア政府の予算年度は、1 月 1 日～12 月 31 日までとなっている。 

出所：プロジェクト・オフィス（メトロ・ブカシ及びブカシ県）によって提供されたデータ 

 

表 3-2 ブカシ県署における予算の推移（2007～2009 年度）    通貨単位：ルピア（Rp.） 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

人件費 36,886,856,000
46,892,781,000

（127.13％）

57,630,591,000

（122.90％）

活動費 5,368,013,000
7,306,206,000

（136.11％）

14,204,944,000

（194.42％）

合 計 42,254,869,000
54,198,987,000

（128.27％）

71,835,535,000

（132.54％）

出所：プロジェクト・オフィス（メトロ・ブカシ及びブカシ県）によって提供されたデータ 

 

3-5-4 移転された技術の定着化 

両ブカシ警察署の鑑識担当官は、日本人専門家によって移転された技術の重要性を認識して

いる。その技術を用いて入手した科学的な証拠は、市民警察活動にとって極めて重要であるこ

とを理解している。また、地域住民は、警察が鑑識技術を駆使して事件を解決することを期待

している。このように、鑑識の重要性が認識されつつあり、プロジェクト終了後も現場鑑識活

動が継続されることが期待できる。 
なお、移転された鑑識技術が、プロジェクトで供与された機材やその消耗品の仕様と合致す

ることは極めて重要な点である。現場鑑識の消耗品調達に関する方針は、できる限り任地で入

手可能なものということになっている。具体的には、指紋関連の消耗品を日本から調達すると

高額になるため、フェーズ 1 時から現地調達の消耗品で代用している。警察組織内で鑑識の重

要性が認識されれば、消耗品の調達や鑑識機器の維持管理に必要十分な予算が確保されるよう

になるであろう。 
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3-6 結 論 

プロジェクトは、インドネシア各地の警察署において地域特性に応じた市民警察活動が展開さ

れるための仕組み･体制が確立されることを上位目標に、モデル警察署であるブカシ警察署（メト

ロ・ブカシ、ブカシ県）において市民警察活動が強化されることをプロジェクト目標としている。

両警察署における市民警察活動は、通信指令（迅速性）、現場鑑識（誠実）、BKPM 活動（市民と

のコミュニケーション）を 3 つの柱とし、市民警察活動における業務管理能力の向上を含め実施

され、おおむね順調な進捗をみせている。 

プロジェクトにおいて作成された BKPM マニュアルを基に、BKPM や一部の POLPOS では、

警察官の巡回連絡が定着しつつあり、これは警察、住民及び FKPM 間の連携が円滑に促進されて

きたことを示している。第三者機関による世論調査結果においても、地域住民による市民警察活

動（POLMAS）に関する認識度は、2007 年の 11％から 2009 年の 32％まで向上している。 

こうした市民警察活動は、2005 年の国家警察本部の POLMAS 政策の策定を通じて、各地に広

がりつつある。全国展開に向けた取り組みとして、メトロ・ブカシ警察署においては、2009 年度

に、国家警察本部の予算で実施された全国規模の鑑識研修のように、国家警察本部、ジャカルタ

警視庁、各種警察学校の主催する市民警察活動の研修の場としての活動が増えている。         

また、農村部を抱えるブカシ県署では、従来、勤務の拠点をもたなかった駐在員（バビン）を

POLMAS 担当官としての機能強化する観点から、拠点となる駐在所の建設を行うなど、地域の実

情の応じた多様な活動の展開を行っている。 

なお、通信指令分野においては、中継網等ハード面の整備が 2009 年 4 月に完了し、今後、GPRS

システムの有効活用のための取り組みと人材の訓練が課題となっている。 
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第 4 章 現地調査結果と今後の方向性 
 

4-1 世論調査結果の分析 
4-1-1 世論調査の方法 

世論調査や意識調査は、政府の活動に対して市民がどのように認識しているかを理解するひ

とつの手段である。とりわけインドネシアにおいては、1998 年まで言論の自由が極度に制限さ

れていたため、「何が世論か」を判断する材料が乏しかったものの、民主化後の 10 年の間に独

立した世論調査機関が数多く誕生し、「世論調査ブーム」ともいえる現象が、現在、顕著になっ

ている。インドネシア共和国家警察に関する世論調査も少なくなく、新聞社が実施するもの、

非政府組織（NGO）が実施するもの、そして世論調査の専門機関が実施するものが典型的であ

る。新聞社の場合、例えば有力紙のコンパス（Kompas）のように、電話での聞き取り調査を手

段とする場合が多く、サンプル数は多くなるものの、家に固定電話のある中産階級に聞き取り

が集中するバイアスや、昼の時間に電話に出てインタビューに対応する人たちの職業層（例え

ば主婦）に偏りが発生する傾向が強く、「世論」の精密度という観点からは問題が残る。他方、

NGO や専門機関が実施する世論調査の場合、その実施機関がどれだけ中立性を担保しているか

が問われることになる。 

以上を踏まえ、今回の中間レビューでは、3 つの世論調査を参考にした。そのうち 2 つが国

家警察全体に関するものであり、1 つがブカシ県・市の警察に関するものである。3 つはすべて

世論調査を専門に行う機関によるものであるが、1 つは国際的なネットワークをもつ組織

Transparency International のインドネシア支部（略称 TI-Indonesia）であり、1 つは国内で有力な

調査機関の 1 つとして知られる Indo Barometer、そして外資系調査機関のニールセン社（Nielsen）

である。 

これら 3 つの世論調査の比較から明らかになることは、国家警察全体に対する国民世論と、

ブカシ署管内の警察に対する市民の世論には大きな開きがあり、後者の高い評価がブカシにお

ける日常的な警察活動の向上をクリアに示している実態である。このことは、市民警察

（POLMAS）の浸透に向けてブカシ市・県警が全国に先駆けて行ってきた様々な活動が市民に

評価されていることの反映であり、POLMAS 推進の要ともいえる BPKM（交番）や FKPM（警

察・市民パートナーシップ・フォーラム）が住民の信頼と協力を得るうえで大きな役割を果た

していることを改めて国家警察全体にアピールする効果を伴っている。以下で、その世論調査

を分析する。 

 

4-1-2 全国レベルの世論調査 

まず TI-Indonesia と Indo Barometer の世論調査である。TI-Indonesia の調査は、警察だけを対

象としたものではなく、インドネシア政府の汚職の状況を国際比較するというミッションの下

で行われているが、その調査結果は、これまで国民の警察に対する認識を国際的に発信する役

割を担ってきた。2009 年 1 月に発表された 新の調査では、全国 33 州の州都に 17 副都市を加

えた 50 都市で 4,000 人（6 割が財界人、3 割が政府役人、1 割が学者・宗教指導者・地域指導

者など）を対象に聞き取り調査を行い、その結果、「政府機関のなかで国家警察が も汚職に脆
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弱であると世論は認識している」と結論づけた5。TI-Indonesia は 2006 年の調査でも 32 都市を

対象に調査を行い、同様の結果を出しており、ここ数年、国家警察の社会的イメージが低下し

ていることを国内外に訴えてきた。 

なぜこういう結果になるのか。この背景には、国家警察における交通部門の役割変化がある。

2005 年以降、Sutanto 国家警察長官の下で、大規模な汚職撲滅キャンペーンが組織内で展開さ

れ、特に麻薬や賭博といった犯罪に絡む警察官を署内で一掃するという目標が全国レベルでプ

ライオリティに設定された。その成果は大きく、各地で賭博所の閉鎖や警察官の処分が実施さ

れ、それに対する国民の賛美と支持も高まった。問題は、こういった犯罪関連の副収入を得る

ことが難しくなったことで、交通部門に目を向け、一般市民の交通違反に絡めて副収入を得よ

うとする勢力が目立つようになってきたことである。Farouk Muhammad 警察大学院大学（PTIK）

元校長は、このような背景があって交通部門に汚職が集中し、彼らが国民と警察の一番の接点

になっていることから、国家警察全体のイメージの悪化につながっていると指摘する6。このこ

とは非常に重要であり、逆にいえば、交通部門における問題こそが、国家警察に対する厳しい

世論の根源となっており、そのため他部門の改革前進が正しく評価されにくいというジレンマ

を抱えている。まずこの点を押さえておきたい。 

Indo Barometer は、所長の Kodari 氏を中心とする世論調査専門機関であり、その選挙分析に

は定評がある。彼らが、治安政策の専門家たちと共同で実施した警察に関する世論調査が 2007

年 8 月に発表された7。これは全国 33 州で多段抽出により無作為に選ばれた 1200 人を対象とし

た面談調査である。興味深いことに、上述のジレンマを見事に反映した結果が示された。「警察

のパフォーマンスを向上するには何をすべきと考えるか」という設問に対して、45.3％の回答

者が「態度の悪い現場警察官の処罰」と答え、39％が「非公式の金の要求をやめさせる」と答

え、この 2 つが 2 大回答となった。どちらも交通部門とのやり取りのなかで、市民がもつ警察

認識である。また、「警察に期待する役割で一番大事なのは何か」という設問に対しては、65%

が「市民の保護」と答えており、「治安維持」や「法執行」という答えより期待が大きい。この

ことからも、市民のもつ警察イメージは、身近にいる警察官――典型的には交通警察官――に

対する日常的な観察によって大きく左右され、テロ対策で国際的に評価の高い治安部門や、麻

薬捜査で成果をあげてきた刑事部門の活動が、国民の警察イメージに直接つながることを妨げ

ている。 
数々の世論調査が全国レベルで行われているが、どれもこの性格を帯びており、このことは

「世論調査をどう読むか」を考えるうえで重要である。つまり、客観的にみた場合、国家警察

は各部門の組織的独立性が高く、一概に「警察全体」を評価するのは困難であるにもかかわら

ず、世論は日常的な経験から、ある特定部門への不満を持っており、それを表明する機会を得

た際に、全体の問題に投射するのである。このことはインドネシアに限らないし、警察に限っ

たことでもない。 
 

 
                                                        
5 Transparency International Indonesia, Measuring Corruption in Indonesia: Indonesia Corruption Perception Index 2008 and Bribery 

Index (Jakarta: TII, 2009).国家警察をトップに、税関、入国管理の順に続く。 
6 “TII: Polisi Terkorup,”  Kompas, 7 December 2007.  
7 報告書は Indo Barometer and Pro Patria Institute, “Survei Nasional Tentang Keamanan Nasional, TNI dan Polri,” Jakarta, 7 August 

2007.  
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4-1-3 ブカシにおける世論調査 

それでは、ある特定地域に限ったミクロの世論調査からは、どのような結果が出ており、そ

れは何を意味するのか。本プロジェクトが実施されているブカシ市・県におけるニールセン社

の世論調査からは以下のことがうかがえる8。まず一般的な点として、「以前と比べて地元警察

の活動をどう評価するか」という問いに対して、「少しよくなった」若しくは「格段によくなっ

た」と答えた人が、ブカシ市の調査では 60％（前回 2007 年の調査も 60％）、ブカシ県の調査で

は 62％（前回調査では 59％）となった9。これをより細かく、ブカシ全体で BKPM が存在する

地区と存在しない地区とで分けると、前者において「大変よくなった」との答えが前回の 84％
から今回 87％に上昇しているのとは反対に、後者では 82％から 80％に下がっている10。さらに

ブカシ全体でみると、BKPM の存在する地域としない地域を比べて、前者は評価 10 項目（誠

実性、警官への尊敬、対応の早さ、正義感、犯罪防止能力、住民交流、市民との関係、治安指

導、人権保護、犯罪解決）において、治安指導を除く 9 項目で後者より高い評価を得ているこ

とが示された11。これらの調査から、いかに BKPM が Polmas の 前線として機能し、市民の信

頼を得ることに大きく貢献しているかが分かる。 
また、FKPM についても、その存在を知る一般市民がかなり増えており、2007 年の調査では

面談者全体の 4％にとどまっていたものの、2009 年では 13％に上昇している12。BKPM につい

ても同様に、前回と比べて 2009年は一般市民の認知度が高まっている13。さらに重要なことは、

一般市民で、BKPM の警察官は他の警察官と違うと答えた割合が 58％となり、その理由として、

公共サービスがよい、より早く対応してくれる、親切で態度もよい、という意識が示されたこ

とである14。上記の交通部門を中心とする国家警察全体に対する国民の意識と比べると、大き

な違いがあることが分かろう。実際、ブカシにおいても、警察に対して不満をもつ一番の機会

が交通に関するもので、違反のでっちあげが示されている15。そのため、交通問題に対する市

民の支持率は全回答者の 32％と低いが、それでも地域の警察は全体としてよくなっていると答

える市民が 74％もいる事実16から、いかに BKPM や FKPM が POLMAS の前線で警察全体の信

頼感を底上げしているかが理解できよう。とりわけ、証明書の申請や情報の問い合わせで身近

な警察官にコンタクトしたときの一般市民の満足度が 61％（2007 年調査）から 65％（2009 年

度調査）に向上していることは注視に値する17。 

後に、国家警察が掲げる POLMAS 推進には 5 つの原則がある。それらは、①透明性と説

明責任、②住民参加と公平性、③警察官の個性で培う住民の信頼、④長期間任務から培う住民

                                                        
8 本プロジェクトは、その性格上「成果」を数値化するのは困難である。そのため、その成果を客観的に評価するために、本

プロジェクトは発足当時からプログラム予算を使って、第三者機関としてのニールセン社に定期的な世論調査の実施を依頼

してきた。 
9 Nielsen, “Detil Analisis di Wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi,” 28 October 2009, p.2.ブカシ市においては、2004 年の 55%、2006
年の 62%、2007 年の 60%、2009 年の 60%と、近年 6 割台で安定している。ブカシ県のほうは、2004 年の 54%、2006 年の

61%、2007 年の 59%、2009 年の 62%と、毎年上昇傾向をみせている。 
10 Nielsen, “Detil Analisis,” pp.3-4. 
11 Nielsen, “Detil Analisis,” pp.19-20. 
12 Nielsen「ブカシ署管内警察の改革における調査のまとめ：2009 年度の評価」翻訳版 2009 年 8 月 24 日、21 ページ。 
13 前掲報告書、27 ページ。2007 年の調査では認知度 6%だったが、2009 年は 10%に上昇した。 
14 前掲報告書、28 ページ。 
15 Nielsen, “INP and Measuring Response to Police Reform in Bekasi: 2009 Reading,” 2009, p.18. 
16 前掲報告書、p.23。 
17 前掲報告書、p.18。 
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の信頼、そして⑤地方分権時代に沿った現場主義的な権限・意思決定の実現（すなわち POLMAS

警官の権限強化）である18。このうち⑤については、警察機構全体の制度改革に大きく依存す

るため、本プロジェクトの活動範疇を超えるが、①～④までの原則に関しては、本プロジェク

トの成果が直接表れるものである。上記の世論調査からみえてくることは、そのすべてにおい

て、ブカシの POLMAS 推進活動は高い評価を市民から得ており、本プロジェクトがその決定

的な原動力になっているという実態である。 
 

4-2 インドネシア国家警察改革支援プログラムとの関係 
4-2-1 インドネシア国家警察改革支援プログラムにおける本プロジェクトの位置づけ 

本プロジェクトを包含するインドネシア国家警察改革支援プログラムは、目標として、 
「インドネシア各地の警察署と警察署員により、それぞれの地域特性に応じた適切な市民警

察活動が展開されるための実効力のある仕組み・体制が確立する」 
を設定しており、これはプロジェクトの上位目標ともなっている。 

こうした目標を達成するための活動の大きな柱が、 
① モデル構築 

② 全国普及 

である。本プロジェクトは第 1 の柱のコアであり、都市部・農村部等インドネシアにおける多

様な社会状況をもち合わせた地域を管轄する両ブカシ警察署（以下「ブカシ署」と言う。）にお

ける警察活動を、全国普及にあたっての「モデル」として構築すべく、その能力強化を図るこ

とを主眼としている。他方、第 2 の柱は、市民警察活動がインドネシア全土で普及していく仕

組みづくりを支援するもので、モデル構築で実証された経験・知識を基に、調査・研究を行っ

てその抽出を進め、研修によりインドネシア各地で市民警察化を推進する中心的人材の育成を

めざすことを主眼とする。本プロジェクトは、フェーズ 2 以降、第 1 の柱に加え、この第 2 の

柱を具体化するため、他地域で勤務する警察関係者がブカシ署で研修を受講できるような体制

整備をひとつのアウトプットとして定めている。ここで重要なことは、そうした体制整備はプ

ログラム内の他のコンポーネントとの連携を図りつつ推進していくことを基本に据えている点

であり、プロジェクト・フェーズ 2 以降のプログラム戦略の特徴のひとつであると同時に、「プ

ログラム・アプローチ」と呼ばれる所以の一つともなっている。 
 

4-2-2 プログラム内の他のコンポーネントの進捗状況 
プログラム内の様々な取組を「全国普及」の側面から要約して表現するならば、それは「イ

ンドネシア側において自立的に人材育成、啓発普及を行う体制を整備する又はその能力を身に

つけてもらうこと」であり、これまで専門家が取り組んできたマニュアルの作成やベスト・プ

ラクティスの収集・整理、講師養成研修（TOT）の推進はまさにそうした趣旨を踏まえたもの

である。 

こうした、いわば教育訓練分野に関与することを通じて、インドネシア側の市民警察化に向

けた自助努力を後押ししようとする姿勢は、プログラム開始当初から現在まで継続されている

国別特設研修や、既にプロジェクト・フェーズ 1 においても教育訓練に係る一定の取り組みの

                                                        
18 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpolisian Masyarakat (Polmas): Manual Untuk Petugas Lapangan Polri, Jakarta: Mabes 

Polri, November 2005. 
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実施を想定していた（ただし、中間レビュー以降、モデル構築の方を優先）経緯にも表れてい

るとおり、プログラム全体を貫くテーマともいえる。以下、教育訓練という切り口から、プロ

グラム内の他のコンポーネントの進捗状況について概観する。 

 
（1）POLMAS 活動強化専門家 

プロジェクト・フェーズ 2 の開始に伴い、PTIK（Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 警察大

学院大学）19の POLMAS 研究開発センターに POLMAS 分野の専門家（鈴木基之専門家）

が配置された。フェーズ 1 期間中の 2005 年 10 月、インドネシア国家警察長官は地域に根

ざした市民警察活動実現の基本戦略として「POLMAS（＝インドネシア国家警察における

コミュニティ・ポリーシング）」を採用し、国家警察の各単位において POLMAS の導入・

定着化を指示し20、これを受け、2006 年 5 月、PTIK に POLMAS 研究開発センターが設置

された。POLMAS 専門家の配置はそうしたインドネシア側の自主的取り組みを政策面で支

援するとともに、プロジェクトとの連携を通じ、インドネシア側の自立的人材育成体制構

築をめざしていく趣旨であった。 
鈴木専門家によるこれまでの取り組みは大きく①PTIK 内外における講義、②調査研究、

小冊子作成に分けられる。①については、 

・「POLMAS ゼミ」の開催（毎週 1 回ペース） 

・日本の警察システムに関する講義（各期 1 回、年 3 回程度） 

・学生によるブカシ署視察のコーディネーション 

（以上、PTIK 内） 

・幹部警察学校（SELAPA）において日本の警察について講義（各期 1 回、年 2 回） 

・ジャカルタ警視庁警察学校において講義 

②については、 

・各地域の POLMAS の実態調査（これまで、北・西スマトラ、バンカ・ブリトゥン、南・

西・中・東カリマンタン、バンテン、ジャカルタ警視庁各警察署、東・中部ジャワ、南

スラウェシを訪問）。また、その際必要に応じ警察官や市民に対して日本の地域警察官

について説明を実施。 

・教育機関の POLMAS 教育の調査〔PTIK、SELAPA、SPN 以外に警察士官学校（AKPOL）、
士官候補生学校（SECAPA）等〕 

・各地の警察・市民パートナーシップフォーラム（FKPM）を調査し、報告書を作成して

国家警察本部市民指導部に提出するほか各地域へ還元（継続中） 

・日本の警察についての小冊子（交番、市民活動及び鑑識の 3 冊）の作成、各種活動での

活用 

・その他、各地域の調査により把握した事項を直接又は WG の場で国家警察幹部に報告 

があげられる。これらのうち、2008 年 2 月に始まった PTIK での「POLMAS ゼミ」は、学

生が毎回 POLMAS 関連の具体的テーマを事前に掘り下げ、その結果を発表し、更に全員

                                                        
19 卒業者には学位（学士）が授与される警察高等教育機関で、教育文化大臣から「カテゴリーB」の大学格づけを付与されて

いる。入校者数はこれまで 1 期約 120 人、年間に 3 期入校、入校期間は 13 ヵ月間（＋5 ヵ月の現地事前研修）。ただし、2009
年 11 月入校者以降は、1 期 100 人前後に絞ったうえで、入校期間が 18 ヵ月（現地事前研修は廃止）に延長されている。 

20 インドネシア国家警察長官決定通達（SKEO/737/2005）「インドネシア国家警察の責務遂行における『POLMAS』モデルの

運用に関する政策及び戦略」 



－30－ 

で意見交換・検討を行う形式である。これまで 5 期にわたり実施されたが、いずれの期も

面接の実施、英語学力の審査等、選考方法を工夫しながら、総員 10 名弱の精鋭に限定し

ており、PTIK 全体の成績優秀者がゼミ生でもあるとの結果も出ている模様である。こうし

たゼミ OB が今後、POLMAS の自立的な定着化に向けた推進力となることが期待される。

また、「ゼミ」という教育手法自体が、モデルサイト（ブカシ、バリ）の経験・知識を全

国普及させる有効な手段であるとの評価もインドネシア側よりなされている模様である21。 
他方、FKPM の調査は鈴木専門家を含む PTIK 調査チームが各地に赴き、特に積極的に

活動している FKPM の好事例を収集・整理し、ベスト・プラクティスとして全インドネシ

アの警察機関、関係機関に配布することにより、各地 FKPM の活動間及び国家警察との連

携を活性化させ、ひいてはポルマスの進展を期することを趣旨としており、現在も継続中

である。 

 
（2）国別特別研修～OB 組織インドネシア警察サクラの会（ISI）の活動とその支援 

国別特設研修（正式名称は「警察行政比較セミナー」）は、2002 年に始まったプログラ

ム 古のコンポーネントである。また、本研修は中長期的視野から警察改革の中心的役割

を果たす人材を育成していくことが主眼で、そういう意味では教育訓練分野への関与の草

分けでもある。 

具体的には、インドネシア全国から中堅幹部を選抜した22うえで、日本に招聘し、警察

署や交番等での地元に密着した現場警察活動をありのまま見せ体感させることを通じて、

市民警察に対する理解を深めることを趣旨としており、2009 年までに 9 期 190 名が履修し

ている。 

これらの国別特設研修 OB が中心となり、プログラムの枠組みで訪日研修をしたことの

ある国家警察職員等が 2007 年 8 月に ISI の結成を宣言した。ISI のウェブサイトに掲載さ

れているとおり、会の趣旨は「日本で研修を受けたことのある国家警察の担当官たちが、

国家警察改革を支援する意味で、研修生 OB としての経験・知識を共有し、仕事又は成果

物の形で発展・成長させるという道義的責任と関与責任を果たすうえでの『場』である」。

興味深い特徴として、会長、事務局長等の役員を置かないこと、訪日経験者以外にも門戸

を開放していることがあげられる。 
同会による活動としては、ウェブサイト運営、雑誌刊行のほか、シンポジウムの開催等

23があり、その活動をますます活性化させつつある。こうした ISI の活動を支援するため、

JICA のフォローアップ事業予算が活用されてきているが、なかでも目覚ましい取り組みと

して特筆すべきは、小プロジェクト事業、具体的には、西スマトラ州警察本部南プシシー

ル警察署における BKPM 設置事業である。同事業は南プシシール警察署長が国別特別研修

2 期生であり、ISI メンバーでもあることが背景となって始まったものであるが、国別特別

                                                        
21 前インドネシア国家警察長官アドバイザー兼プログラムマネージャー竹内直人氏作成による業務実施報告書 p16～18。 
22 研修の対象は、日本での研修経験を将来にわたって長期的に生かし得る 40 歳以下の若手幹部候補生とすることを原則とす

る。国家警察本部人事担当次長部局を通じて 90 人程度に絞り込んだ候補者のなかから、インドネシア側及び日本側で 3 日

間かけて選考面接試験を実施している（上記業務実施報告書 p4）。 
23 2008 年 7 月シンポジウム「2010～2014 年戦略業務計画中の遵法社会教育プログラムの策定」。2009 年 2 月に開催されたセ

ミナー「市民警察活動の向上：『成果と挑戦』～JICA・国家警察協力プログラム 8 周年を記念して」では実質的な舞台回し

を取り仕切っている。 
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研修が市民警察活動の自立的定着化にインパクトを与えていることのひとつの証左とも

いえる。 
なお、前インドネシア共和国家警察長官アドバイザー兼プログラムマネージャー竹内直

人氏によれば、同会については、国家警察改革の中心となるべき優秀な上級幹部を長期的

に輩出する母体であるとともに、当面の各種改革施策の実践のための即戦力たる若手人材

群を生む枠組みであるとの評価・位置づけが強まっているとのことである24。 
このように国別特別研修は開始以来約 10 年の歳月を経て、当初の目論見どおりの形に

成長しつつあると評価することが可能であろう。 
 

4-2-3 今後の取り組みの方向性 
以上、教育訓練という切り口から、プログラム内の他のコンポーネントの進捗状況について

みてきたが、プログラム目標達成を念頭においたプロジェクト後半 2 年半における取り組みの

方向性について若干考察したい。 

「教育訓練分野への関与」という方向性の設定は、これまでみてきたように、所期の成果を

あげてきているのは明らかであり、そうした方向性に見合う形でインドネシア側に受容力が存

在したこと及びニーズと合致していたことが改めて確認できたといえよう。今後の課題は、イ

ンドネシア側による自立発展の方向、すなわち自立的に人材育成、啓発普及を行う体制の構築

に向けた取り組み態勢をいかに強固なものにするかという点であろう。大きく 2 つの軸が考え

られる。 

 

（1）政策的・制度的な担保 

前述した、鈴木専門家がリードした FKPM の調査は、各地 FKPM の相互連携を活性化す

るとともに、国家警察による POLMAS 政策推進を誘引する意味があるところ、こうした

政策の具体的立案にあたっては、日本警察としての知見が生かせる部分があると思われる。

そうした意味からは POLMAS 政策を主管する、国家警察本部市民指導部（あるいはジャ

カルタ警視庁市民指導部）に対する政策提言を行っていくことには意義があると認められ

る。 

なお、同市民指導部はスタッフ職の位置づけとなっており、POLMAS 政策に係る業務執

行管理をする縦ライン組織はいまだ存在しない模様である25。POLMAS の全国展開の政策

的・制度的な担保は、インドネシア側の自立発展上不可欠な要素であり、今後、そうした

縦ライン組織の設置と、それを通じた、装備・予算の確保、一線の POLMAS 担当官の処

遇の安定、各級学校のカリキュラムにおける位置づけの明確化等が必要になるであろうし、

プログラム側としてもこうした面からの政策提言を必要に応じて行っていくことが求め

られよう26。 

                                                        
24 上記業務実施報告書 P7。なお、国家警察内部では「変革の代理人」（Agent of change）とまで呼ばれるケースもあり、彼ら

に対する期待が高まっていることが窺い知れるとのこと。 
25 上記業務実施報告書 p28。 
26 2008 年 3 月、市民指導部を含む関係部局すべてを関与させた「POLMAS 研究調整会議」を開催し、成果として、①定期的

にフォローアップ会議を開催し、進展状況を主管部門（オペレーション担当次長、市民指導部）と長官まで報告する、②

管理段階における現場活動指導監督機能を実現する、③全職員と社会が POLMAS を理解するようにする、④市民指導部は

指導役、調整役、オペレーション担当として他部門からの既存の意見を集約するとともに、POLMAS 政策運用の迅速化・
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（2）POLMAS 政策の浸透の加速化・拡大 

上記のようなインドネシア国家警察による組織的な努力を期待し、促進する試みとは別

に、プログラム側としても、POLMAS 政策のインドネシア警察内外に対する普及啓発に向

けた努力を引き続き行っていく必要があろう。既に鈴木専門家は PTIK 以外にもその教育

訓練の場を拡大しているが、これまでに調査してきた各級教育機関における POLMAS 教

育の実態を踏まえ、あるいは更なる調査を進めたうえで、POLMAS 政策の浸透の加速化・

拡大に対し、より効果的に資する形で、積極的な教育訓練の実施に取り組むことが重要と

思われる。その際には、国家警察本部教育訓練担当部門とも連携し、教育訓練体系の整備

等に関する政策提言を行うことも有効な方策のひとつになり得るものと考えられる。 

 
4-3 現地視察・協議結果と今後の留意点 

4-3-1 現地視察・協議結果 
（1）視察結果 

1） 市民警察活動（POLMAS）の主流化 
フェーズ 1 の終了時評価時点（2007 年）と比較して、市民警察活動が定着、主流化し

てきたことを感じた。これは、メトロ・ブカシ署に住民の姿が多く見られた点や、視察

した BKPM の 2 つはいずれも、2 度目の訪問であったが、新しく始められた BKPM 活動

が地域の住民の生活に組み込まれたことが感じられた。また、今回初めて、ジャカルタ

警視庁を訪問する機会を得たが、署のレベルの活動が上位の機関の活動と連動してきた

結果、関係者に訪問がごく自然なものと理解されていることを示しているように思えた。

これらは、ニールセンの調査の POLMAS の認知度の向上（11％：2007 年→32％：2009

年）に要約されているともいえよう。 

 

2） 多様化する BKPM（市民警察活動の拠点） 

今回は、メトロ・ブカシ署で 2 ヵ所、県署で 4 ヵ所の分署以下のレベルの BKPM のレ

ベルの活動（仮に第 3 レベルの市民警察活動と呼ぶ）の視察若しくは説明を聞くことが

できた。また、メトロ・ブカシ署では東分署、県署ではタンブン分署を訪問した。これ

らから、第 3 レベルの市民警察活動は、24 時間勤務、交替制、巡回指導、訪問、相談、

会議参加などを標準的な活動としつつも、ムカールサリ等では、3 交替制、徒歩巡回と

なっており、タンブン分署管内では、2 交替制、車両による巡回と異なっている。また、

バビンカムティブマスの活動拠点の駐在所の設置が行われるケースも生まれている。こ

れらは、それぞれの地域の特性に応じてメトロ署と県署は、ほぼ規模が同じでありなが

ら、担当する面積が 5 倍以上の差があることが、多様性の背景となっている。PTIK の鈴

木専門家の報告では、全国的にみると、用語を含めて更に多様性のある発展が示されて

おり、（BKPM の建設のイニシアチブが、住民・自治体の側にある場合と警察側である

場合で同じ BKPM の名称でも大きく異なる。本件では、違いは小さいが、プカヨン

POLPOS の例があげられよう）今後、この多様性を生かしながら、活動や機能における

標準性を同担保していくかが課題となっていこう、メトロ署と県署のモデル性を考える

                                                                                                                                                                                     
適化を図る観点から、今後の WG を主導・監督し、他部門はこれを支援するとの方針について同意（上記業務実施報告

書 p29）。 
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場合、標準化の下での多様性の提示という観点も重要なものとなろう。 

 
（2）協議事項 

1） プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 
プロジェクトの進捗に合わせ、「アウトプット２」の市民警察化に向けた警察活動の

内容について注記することで、活動内容の明確化を図った。また、警察署の管理機能強

化のための活動内容に重複がみられたことからこれを整理した。 

2） モデル警察署としての警察活動 
PDM のプロジェクト目標において、ブカシ署は、「モデル警察」として市民警察活動

が強化されることとされており、このモデル警察としてのブカシ署の市民警察活動が全

国に広まっていくことが想定されている。そのため、ブカシ署のモデル性の内容と普及

の可能性についてイ側と確認を行い、残りの協力期間での活動の方向性を明確にした。

具体的には、「モデル警察署としてのブカシ署で採用され、改良された警察活動の経験

やノウハウは、それぞれの地域の特性・条件を考慮しつつ、他の警察署に適用可能であ

ること。その警察活動には、通信指令、現場鑑識、BKPM 活動等を含むこと」、を確認

した。 

なお、有償協力（円借款）について、インドネシア側からの言及はなかった。 

 

4-3-2 今後の取り組み方向と留意点 

（1）通信指令分野の取り組み、標準性の提示は、残された協力期間の重要な課題であろう。

現状を整理すると、警察無線の配備活用の基本政策は変化しないと考えてよいと思われる。

ただ予算の制約から、無線の配備率をどのように予測するかが重要と思われる。現在両警

察署とも 1500 人の署員数に対し、350 台程度の警察無線の配備数と思われ、これは比率に

すると、20～25％に相当する。配備の優先度は、幹部署員と拠点機能（通信指令室、分署、

POLPOS／BKPM／車両）になると思われる。バビンカブティブマスを優先度との関係でど

う考えていくかなども検討のポイントになると思われる。 
（2）鑑識に関し、ブカシ県署は競技会で優勝するまでになっており、メトロ・ブカシ署を会

場とするジャカルタ警視庁管内の鑑識研修会が開催されるなど、道場としての機能を既に

もちつつある。今後、この機能を積極的に拡大し、技術の普及とそのための体制づくりの

基礎を固めていく必要がある。また、鑑識の検定制度をどの程度正式なものとしていくか

につき、目標を定めて取り組む必要があろう。 また、将来の課題ではあろうが、現地の資

源を利用した鑑識材料の開発の視点も定着と普及の観点から重要と思われる。 

（3）分署の管理能力の向上に関し、メトロ・ブカシ署の東分署における巡回連絡とその業績

評価の導入などのよい事例を他の分署に広めていく活動が効果的と思われる。また、分署

長を含む人事異動が頻繁であることから、BKPM 活動を含む POLMAS 活動につき、継続

的な教養を実施していくことが必要と思われる。 
（4）メトロ警察署、県警察署で、市民警察活動の差異といわれるものの内容を、地域の特性

による多様性の部分と機材の活用を含む技術移転の側面に分け、生じていることの内容を

分析し、効果的な対応方法、それぞれの地域の特性を踏まえた重点的取り組み等、今後の

対応のあり方について、引き続き検討が必要であろう。 
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（5）メトロ・ブカシ署で実現しつつある市民警察活動（POLMAS）の普及を図るには、上部

機関のジャカルタ警視庁管内の 13 の警察本署での活動へとつながっていくことが、重要で

あり、こうしたインドネシア側の展開を促すうえで、各警察署幹部、警察大学院における

幹部警察官へのメトロ・ブカシ署を道場（研修、視察場所）とした視察・研修のいずれも

効果的であり、重要と思われる。このため既に始まっているジャカルタ警視庁、特に、市

民指導課との連携が重要となる。 
（6）今後の市民警察活動の定着推進のためには、インドネシア国家警察改革支援プログラム

の一環として取り組まれている本邦研修「国別特設（警察行政比較セミナー）」や警察大学

院等教育機関との連携が重要となる。 
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特別寄稿 転換期のインドネシア国家警察 
立命館大学国際関係学部教授 本名 純 

 
インドネシア国家警察は今、大きな転換期にある。それは一言でいえば、「エンパワメント重視」

の時代から「改革重視」の時代に入ったということである。1998 年 5 月のスハルト長期政権の崩

壊と民主化の到来を受けて、国家警察は 1999 年に国軍から独立した。これによって、基本的に国

内治安問題への対応は国軍の手を離れ、国家警察の担当分野となった。いかにして警察組織を強

化し、人的・制度的キャパシティを向上させ、国内治安を単独で担える国家警察をつくっていく

か。これが当初、国家警察が抱える第一の課題であった。 
当時、政策立案者や治安部門政策の専門家たちは、安定的な民主国家の建築という視点から、

インドネシアの治安部門改革（Security Sector Reform：SSR）の第 1 弾は、国軍のシビリアン・コ

ントロールと専門職業化(Professionalization)であると判断し、軍人の役割を対外的安全保障に特化

させ、政治と治安の領域から撤退させることにプライオリティを置いた。この方針を受け、1998
年、国軍は中央と地方の組織における政治社会部門を廃止し、日常政治への非介入と選挙での中

立を決定し、「国軍の新たなパラダイム」というビジョンを掲げて、改革の前進をめざすことにな

った。2002 年には国防法が成立し、2004 年には国軍法が改定され、国軍改革は一定の成果をもっ

て、国民に受け入れられるようになった。 

こうして、国軍のシビリアン・コントロールに関する法的・制度的改革が 2004 年にほぼ完了し

たことを受けて、SSR の第 2 弾が 2004 年から議論されるようになる。そして、その主対象が国

家警察となった。SSR は治安部門のステークホルダーすべての役割と機能を再構築することに狙

いがある。国軍の次は警察、その次は情報機関という優先順位に沿って、民主体制に適した治安

機構改革を進めると同時に、これらの機関のパフォーマンスを点検し、適切な組織運営を維持す

るための議会のチェック機能強化も SSR に含まれる。 

上述のように、インドネシア国家警察の場合、1999 年の組織独立以後、脆弱な国内治安情勢に

直面し、東ティモールの独立や、アチェやパプアでの分離独立運動、カリマンタンやマルクでの

民族・宗教紛争、そして 2000 年からのテロ脅威の本格化などが重なり、組織の強化とキャパシテ

ィの向上が 優先課題として扱われてきた。とりわけ、911 以後の国際社会は、東南アジアを「国

際的なテロとの戦い」のセカンド・フロントと位置づけ、地戦略的にインドネシアの治安維持体

制の強化を支援してきた。また「エンパワメント」のニーズは、1997～1998 年の経済危機以降、

越境犯罪の浸透が加速してきた状況とも見事にマッチした。違法伐採と木材密輸、違法薬物、人

身売買、海賊、武器密輸などの国境を越える犯罪への対応に迫られたインドネシア共和国家警察

は、様々な国際支援の下で、治安能力のエンパワメントを推進していった。地域的にも、ASEAN

共同体宣言が 2003 年に行われ、ASEANAPOL の多国間協力が、ASEAN 政治安全保障共同体の重

要課題に設定されることで、インドネシア共和国家警察も、域内協力や「国際基準」に沿った法

執行能力の整備を求められるようになり、そのためのキャパシティ・エンパワメントが大きな課

題となった。このような時代が 1999 年から 2004 年まで続いた。 

そして今、エンパワメントから改革が重視される時期に入ろうとしている。エンパワメントの

時代には、古い組織文化も温存される傾向にあった。国軍から分離したものの、教育や行動、組

織的慣習を変革するには長い時間がかかる。そのため、古い体質が残されたままエンパワメント

された国家警察に、汚職・癒着の問題が表面化したのである。世論調査の分析でみたように、犯
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罪との癒着を断ち切ろうとした Sutanto 長官は、2005 年の長官就任と同時に「賭博との戦い」を

打ち出し、又 2004 年から国家警察長官が長官職を兼任する国家麻薬庁（BNN）が「麻薬との戦

い」を本格化した。このインパクトは大きく、警察と犯罪との関係を正した効果は絶大であるも

のの、その副作用として、一般市民をターゲットにした逸脱行為が交通部門に集中するようにな

っていった。警察内部でも、これは大きな懸念となり、例えば警察エリートを育成する警察大学

院大学（PTIK）では、2004 年の卒業生 147 人（39-A 期生）が警察内汚職の実態についての共同

卒業論文を作成し、大きな話題となった。この卒業生たちが、2005 年以降、国家汚職撲滅委員会

（KPK）で活躍することになる。 
このように、2004 年以降、ユドヨノ政権下での汚職追放キャンペーンも手伝って、警察内部で

も古い体質の一掃という組織改革の課題がクローズアップされるようになっていった。その象徴

ともいえるのが、2005 年に始まった POLMAS 推進政策である27。汚職で低迷する国民の国家警察

への信頼をどう回復するか。それには軍時代に培った「上から目線」の古体質から脱却して、市

民への公共サービスを主とした警察に生まれ変わるという「新パラダイム」が求められた。これ

が POLMAS 推進政策の位置づけである。実際、POLMAS に関する長官決定文書には、「市民警察

によるコミュニティ・ポリシングは、もはや単なる戦略やプログラムではなく、保守的なパラダ

イムを転換して、市民社会のなかで活動する警察モデルを構築するための哲学である」と強調さ

れている28。この警察の「パラダイム転換」こそが、SSR 第 2 弾の本丸であり、国家警察は 2005

年からの 5 年間を国民との信頼構築期間に設定した。その実現に向けて、2008 年に Sutanto 長官

の後任者の Bambang 長官が新たな長官決定を出した。それは「自立した、プロフェッショナルで

市民に信頼される国家警察をめざすための国家警察改革加速化業務プログラムに関する国家警察

長官決定」29である。ここでは、組織文化の改革が低迷しているために、国民の警察不信が増大

していると率直に指摘している。そして、上記の信頼構築期間の残り 2 年を警察職員全員の振舞

いの変化に重点を置くとし、警察組織から民衆の心を痛める逸脱行為・振舞いを一掃する姿勢を

強調すると同時に、その「加速化政策」として POLMAS を位置づけた。 

以上から明らかなように、2005 年から国家警察は大きな転換期に入っており、「エンパワメン

ト」から「改革」への強い組織的なコミットメントが定着しつつある。この文脈において、2009
年の問題が何を意味しているのかを見極める必要があろう。その問題とは、同年 10 月末に国家警

察刑事局が KPK の 2 人の委員を「職権乱用」と「収賄」の疑いで逮捕し、それがねつ造であるこ

とが判明した事件である。これによって、メディアの警察批判は高まり、世論も警察が汚職撲滅

運動の形骸化を図っていると認識した。このダメージ・コントロールには時間がかかると思われ

る。しかし、中長期的な視点からみると、この 1 件で、司法・警察改革のドライブが加速するこ

とは容易に想像できる。ユドヨノ第 2 期政権では、この事件を機に「司法マフィアとの戦い」を

前面に掲げることになった。その文脈で国家警察の内部改革が「ナショナル・アジェンダ」とし

て語られるようにもなった。このことは、上述の 2 つの国家長官決定が、今後、より重要な意味

合いをもって、改革の正統性と合理性と方向性を示すことにほかならない。いわば、この逆風は

2005 年からの「パラダイム変換」と改革プロセスにとって追い風になるといえよう。これまで、

                                                        
27 POLMAS 政策は、2005 年 10 月の Sutanto 長官決定（SKEP Kapolri No. Pol. SKEP 737/X/2005/Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri）に基づく。 
28 上記の長官決定の第 2 章第 1 節 d 項から。 
29 決定の原文は、SKEP Kapolri No. Pol. Kep/37/X/2008 Tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi 

Polri Menuju Polri yang Mandiri, Professional, dan Dipercaya Masyarakat. 
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「組織哲学」となった POLMAS が、どれだけ実際に浸透するかについては悲観論も少なくなか

った。しかし、現在、皮肉にも 2009 年の事件が契機となって、警察改革ムードはこれまでにない

モメンタムを得ており、その状況下で POLMAS の推進には警察内外で悲観論よりも期待論が高

まっている。その意味で、2009 年は大きな転換期にあり、これから 3～4 年のスパンで考える際、

POLMAS の行方に国家警察の運命がかかっているといっても大げさではない。 

以上の中長期的な国家警察の方向性と、警察をとりまく政治環境を踏まえたうえで、本プロジ

ェクトの発展を考える場合、とりわけ以下の 2 点が重要だと思われる。第 1 に、市民警察活動に

正面から取り組む本プロジェクトと、その母体となるプログラムには、インドネシア側の高いニ

ーズとロング・スパンのコミットメントが期待されており、そのなかで世論調査に反映される明

らかな成果をあげていることから明らかなように、支援のサステナビリティは極めて高い。その

資本を維持・拡大することが求められており、それには、上述のニーズとコミットメントに沿っ

て、本プロジェクト及び上位プログラムが継続性を確保することが重要となる。長く続けること

で、確実に人は育ち、その人が組織を変えていくサイクルが生まれる。「新パラダイム」の定着に

とって継続はカギであり、その戦略的な要として存在する本プロジェクトとプログラムの継続的

な実施こそが、次の支援展開の柱となって「新パラダイム」の定着に大きく寄与すると思われる。 
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1：ミニッツ（M/M）
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2：評価グリッド
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3：PDM 改訂版
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4：機材リスト
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5：現地協議結果概要

POLMAS

BKPM

3 6

JICA

AFIS

PTIK POLMAS
9

JICA POLMAS
PTIK

POLDA

13 POLMAS
IOM POLMAS IOM
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BKPM POLPOS
POLMAS

POLMAS

POLMAS

1998

38 33
2005 2025 1 2005

2009 2 2010 2014

2002
POLMAS
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JICA
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BIMAS

2005 2025 2 2010 2014
2012 2014 2
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2
BINMAS POLMAS

POLMAS
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INAFIS

INAFIS 2008 11 127

( 1 5,000 ) 31
1993

NEC 150
2
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(2009
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BKPM POLPOS 18 56
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15

8 10
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BKPM POLPOS( )

24 3
BKPM

BKPM
BKPM

BKPM 14 3
1 2RW( )

FKPM(
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POLPOS 12 25 RW 1 RW
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(2009 )
17 6 1500
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BKPM 7 4 3 FKPM

BALAI POLMAS 1
BKPM

180

( )

11 2 3
2 2004

2,200
1



－78－

1 1

114 1
3,660 12

18 18 DESA 1 25 SPK8 BKPM9
2 POLPOS 9 POLPOS BKPM

POLPOS 3 DESA 1 6
DESA BKPM DESA

4 DESA
18

POLPOS BKPM

1 20 SPK 80
30 POLMAS FKPM DESA 50
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